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○数値目標一覧について

○数値目標一覧の見方について

◎◎◎

｢ 主 指
標 ｣ ｢ 副
指標｣の
区 分 を
示してい
ます。

新規、変
更、継続
の別を表
示してい
ます。

数値目標と
する項目を
示していま
す。

この数値目標を
選定した理由を
記載していま
す。

この数値目標に
設定した、令和
５年度における
目標値の設定理
由を記載してい
ます。

現在（最新
の実績）の
数値を示し
ています。
注）２

令和５年
度におけ
る目標値
を示して
います。
注）３

○○○ ○○○

■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■
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注）１

注）２

注）３

目標値
【令和５】

施策
番号

区分
注）１

目標項目

新規
・
継続
の別

　数値目標一覧とは、「みえ県民力ビジョン・第三次行動計画」の＜施策＞、＜地方創生の実
現に向けて＞、＜行政運営の取組＞に設定した数値目標を取りまとめたものです。
　この一覧では、設定した数値目標の「目標項目」、「現状値」、「目標値」に加え、目標項
目の「選定理由」、「令和５年度目標値設定理由」を記載しています。

＜施策＞、＜行政運営の取組＞については、県民の皆さんにとっての成果をあらわす指
標である「主指標」と、施策を適切に評価する際に、県の取組によって得られた成果や
県の取組の効果がわかる指標で、「主指標」を補足するのにふさわしい代表的な指標で
ある「副指標」の区分を記載しています。

令和元年度の現状値の把握が困難な指標について、把握可能な最新年度の数値を用いた
場合は「（○○年度）」と記載しています。

令和５年度の取組結果を評価する時点（令和６年５月頃を予定）で、令和５年度実績の
把握が困難な指標については、把握可能な最新年度の実績により評価することとし、評
価に用いる対象年度について「（○○年度）」と記載しています。

選定理由
令和５年度

目標値設定理由
現状値
【令和元】



１.「施策」の数値目標

111
主
指
標

継続
率先して防災
活動に参加す
る県民の割合

自助・共助の推進には、率
先して防災活動に参加する
県民の割合が増えることが
必要であることから選定し
ました。

東日本大震災以降で最高値
となった数値（平成25年度
実績値 57.5％）を上回るよ
う、自ら主体的に防災活動
に参加する県民の割合を毎
年約2.5％高めることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

50.0% 60.0%

111
副
指
標

新規
地区防災計画
等を作成して
いる市町数

各地域の防災力を高めるた
めには、地区防災計画等の
策定に地域や市町が連携し
て取り組む必要があること
から選定しました。

全ての市町において地区防
災計画等を作成しているこ
とをめざし、目標値を設定
しました。 4市町

（30年度）
29市町

111
副
指
標

継続

「防災みえ.
jp」から防災
情報等を入手
している県民
の割合

気象や災害に関する情報を
総合的に提供するホーム
ページを利用する人の割合
が高まることが、災害時に
県民の迅速な対応につなが
ることから選定しました。

「防災みえ.jp」の周知や内
容の充実を図り、現状値
（24.5％）の約４人に１人
から、少なくとも３人に１
人が気象や災害に関する情
報を「防災みえ.jp」から入
手する状態となることをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

24.5% 33.3%

111
副
指
標

新規

大雨等の際に
避難行動をと
ろうとする県
民の割合

大雨・洪水の際に自ら命を
守るためには、率先して必
要な避難行動をとることが
重要であり、避難行動をと
る県民の割合が増やす必要
があることから選定しまし
た。

避難行動をとる必要のある
全ての県民の皆さんが、災
害から命を守ることができ
ていることをめざし、目標
値を設定しました。

82.7% 100%

111
副
指
標

継続

家庭や地域と
連携した防災
の取組を実施
している学校
の割合

災害時に子どもたちの命を
守るとともに、支援者の立
場で地域の一員として行動
できるようにするために
は、家庭・地域と連携した
取組が重要であることから
選定しました。

全ての学校で家庭や地域と
連携した防災教育を実施し
ていること（100％）をめざ
し、目標値を設定しまし
た。 92.4%

（30年度）
100%

111
副
指
標

新規

耐震性のない
木造住宅の耐
震改修と除却
の 補 助 件 数
（累計）

地震災害などに対するまち
の安全性を確保するために
は、耐震改修と除却を進め
ることが必要であることか
ら選定しました。

市町の要望に応え、地震に
強いまちづくりを進めるた
め、年300件の耐震改修と除
却補助を行うことをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

－ 1,200件

施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目

　各施策に設定した、県民の皆さんに成果をわかりやすくあらわす指標である「主指標」と、施策を適切に評
価する際に、「主指標」を補足するのにふさわしい代表的な指標である「副指標」の一覧です。

現状値
【令和元】

令和５年度
目標値設定理由

選定理由

Ⅰ 守る ～命と暮らしの安全・安心を実感できるために～
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

112
主
指
標

継続

「 三 重 県 防
災・減災対策
行動計画」に
お け る 「 公
助」を対象と
した行動項目
の進捗率

防災・減災対策の具体的な
推進については、「三重県
防災・減災対策行動計画」
に基づき、取組を実施して
いることから選定しまし
た。

「三重県防災・減災対策行
動計画」の取組を着実に進
め、毎年度設定した進捗率
を100％達成することをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

98.2%
（30年度）

100%

112
副
指
標

変更

県が主催し、
市町・防災関
係機関と連携
して継続的に
実施している
訓練等の回数

災害対応力を向上させてい
くためには、市町・防災関
係機関と連携した訓練を継
続して実施することが重要
であることから選定しまし
た。

新たな災害の経験や教訓、
課題に対応し、災害対応力
を向上させていくために
は、毎年度継続的に13回の
訓練（実動訓練１回、本部
図上訓練３回、地方部図上
訓練９回）を実施していく
ことをめざし、目標値を設
定しました。

13回
（30年度）

13回

112
副
指
標

新規

業務継続計画
（ＢＣＰ）を
整備する病院
の割合

災害時においても入院患者
の命を守るとともに、傷病
者の対応を行うため、業務
継続計画（ＢＣＰ）の考え
方に基づく災害医療マニュ
アルを整備することは重要
であることから選定しまし
た。

災害時における継続した医
療の提供の主な担い手は病
院であることから、まずは
全ての病院がＢＣＰを整備
することをめざし、目標値
を設定しました。

31.2%
（30年度）

100%

112
副
指
標

継続
消防団員の条
例定数の充足
率

南海トラフ地震等の発生が
危惧されている中、地域の
安全・安心を確保するため
には、地域防災力の中核を
担う消防団の充実・強化を
図っていく必要があること
から選定しました。

人口減少、高齢社会の進展
により、各市町における消
防団員の確保は困難にな
り、全国的に消防団員数が
減少する中、条例定数充足
率が100％未満の市町が毎年
１名を増員した場合の充足
率93.3％を目標値として設
定しました。

92.4%
（30年度）

93.3%

113
主
指
標

継続

自然災害への
対策が講じら
れている人家
数（累計）

県民の皆さんの生命と財産
を守るため、河川、砂防、
海岸保全、治山施設の整備
に取り組んだ効果をあらわ
すことが重要であることか
ら選定しました。

河川、砂防、海岸、治山事
業の事業計画等をふまえ
て、令和５年度末までに
3,700戸増加させることをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

242,300戸 246,000戸

113
副
指
標

継続
洪水浸水想定
区域図作成河
川数（累計）

県民の皆さんの生命と財産
を守るため、迅速な避難に
資する情報として必要な洪
水浸水想定区域図を作成す
ることは重要であり、洪水
対策として県が取り組んだ
効果をあらわすことから選
定しました。

令和元年台風第19号におい
て洪水浸水想定区域図が作
成されていない中小河川で
の浸水が多発したことを受
け、水位周知河川38河川に
人的被害・資産被害の大き
な河川や浸水リスクの高い
172河川を加えた210河川に
ついて、令和５年度末での
作成完了をめざし、目標値
を設定しました。

109河川 210河川
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

113
副
指
標

新規

要配慮者利用
施設、避難所
の保全施設数
（累計）

自力避難が困難な方々が利
用する要配慮者利用施設や
避難所を保全対象としてい
る箇所で重点的に砂防施設
の整備に取り組む必要があ
ることから選定しました。

砂防事業および急傾斜地崩
壊対策の事業計画をふまえ
て、令和５年度末までに、
要配慮者利用施設、避難所
の保全施設数を12施設増や
すことをめざし、目標値を
設定しました。

302施設 314施設

113
副
指
標

新規
緊急輸送道路
上の橋梁の耐
震補強進捗率

災害発生時に対応できる輸
送機能を確保するため、緊
急輸送道路に指定されてい
る県管理道路上の橋梁の計
画的な耐震対策を推進する
必要があることから選定し
ました。

緊急輸送道路上の橋梁の耐
震補強の対策完了年度につ
いては、国の目標年次に合
わせて、令和８年度をめざ
します。そのため、令和元
年度（ 84％）から、年約
2.3％進捗することをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

84.0% 93.0%

121
主
指
標

変更
病院勤務医師
数

医師確保については、これ
まで医師修学資金貸与制度
や専門研修プログラムへの
対応など県内の病院勤務医
を確保する対策を中心に実
施してきたこと、依然とし
て病院勤務医の地域偏在が
大きいことから、選定しま
した。

令和元年度に策定する「三
重県医師確保計画」の目標
医師数をふまえ、県内病院
で勤務する医師数を毎年度
30人増加させることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

2,142人
（30年度）

2,292人

121
副
指
標

変更
地域医療構想
の進捗度

地域医療構想の実現に向け
ては、各年度における医療
機能ごとの病床の割合を必
要病床数の割合に近づける
とともに、全体の病床数も
必要病床数と同規模にする
必要があることから、「医
療機能ごとの病床の割合の
進捗度」と「病床総数の進
捗度」の平均による複合指
標を選定しました。

令和７（2025）年に進捗度
が100%（乖離が0）となるこ
とをめざし、各年度ごとの
目標値は、令和７（2025）
年に近づくにつれて加速度
的に進捗度が増加すると見
込んで目標値を設定しまし
た。

48.5% 79.0%

121
副
指
標

変更

看護師等学校
養成所の定員
に対する県内
就業者の割合

看護職員の確保について
は、これまで看護師等修学
資金貸付事業などさまざま
な看護職員確保対策に取り
組んできましたが、依然と
して県内の看護職員不足が
続いています。
看護職員を確保するため、
県内看護師等学校養成所に
おいて看護師等を養成して
いますが、さらなる県内就
業率の向上をめざし、選定
しました。

三重県内看護師等学校養成
所卒業生就業調査に基づ
き、定員に対する県内就業
率を算出し、過去に最も高
い就業率（71.4％）まで定
員に対する県内就業率を近
づけることをめざし、目標
値を設定しました。

70.2%
（30年度）

71.4%

122
主
指
標

継続

介護度が重度
で在宅の特別
養護老人ホー
ムの入所待機
者数

地域包括ケアシステムの構
築に向けて、介護度が重度
の特別養護老人ホーム入所
待機者の解消が必要である
ことから選定しました。

「第７期介護保険事業支援
計画」（平成30年度～令和
２年度）に基づくこれまで
の入所待機者数の解消の実
績と、令和２年度の整備計
画数をふまえつつ、３年後
の令和４年度において、入
所待機者が解消されること
をめざし、目標値を設定し
ました。

210人
（30年度）

0人
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

122
副
指
標

継続

特別養護老人
ホーム施設整
備定員数（累
計）

介護度が重度の特別養護老
人ホーム入所待機者の解消
のため、計画的に施設整備
を行うことをめざし、選定
しました。

「第７期介護保険事業支援
計画」に基づくこれまでの
特別養護老人ホームの整備
の実績および令和２年度の
整備計画数をふまえつつ、
入所待機者の見込数からそ
の解消に必要な床数を算出
し、目標値を設定しまし
た。

10,408床
（30年度）

10,998床

122
副
指
標

新規 県内の介護職
員数

介護従事者の確保は、ハ
ローワーク、求人広告等で
も行われており、これらを
含む県全体の就職者数が人
材確保の状況を示している
と考えられることから選定
しました。

「第７期介護保険事業計
画」に基づく介護人材の必
要数では、令和２年度に
32,513人、令和７年度に
35,854人の需要見込みとさ
れていることから、現状値
から令和２年度実績までの
目標値は年平均1,565人の増
加と見込み、令和２年度実
績から令和４年度実績まで
の目標値は年平均668人の増
加と見込み、目標値を設定
しました。

27,818人
（29年度）

33,849人
（4年度）

123
主
指
標

継続

75歳未満の人
口10万人あた
りのがんによ
る 死 亡 者 数
（ 年 齢 調 整
後）

がんは県民の疾病による死
因の第１位であり、今後も
増加していくと予想されま
す。県民の生命と健康をが
んから守るためには、がん
を予防・早期発見し、早期
に適切な治療を行うこと
で、がんによる死亡者数を
減少させる必要があること
から選定しました。

本県における75歳未満の人
口10万人あたりのがんによ
る死亡者数は64.1人（全国
２位）に改善し、全国平均
よりも 10.5％低い状態で
す。
「三重県がん対策推進計画
（第４期三重県がん対策戦
略プラン）」では、目標値
を全国平均よりもマイナス
10％以上として設定してい
ますが、今後も引き続き全
国トップクラスをめざし、
がんによる死亡者数のさら
なる低減に向け、全国平均
よりもマイナス10.5％とし
て目標値を設定しました。

64.1人
（30年）

60.9人
（4年）

123
副
指
標

継続

がん検診受診
率（乳がん、
子宮頸がん、
大腸がん）

乳がん検診、子宮頸がん検
診および大腸がん検診は、
がんの中でも高い検診効果
が期待され、がん検診受診
率の向上が県民の生命、健
康を守る上で有効であるこ
とから選定しました。

「三重県がん対策推進計
画」の目標値である、50％
をがん検診受診率の目標値
として設定しました。な
お、女性特有のがんについ
ては、若い世代から発症す
るリスクが高いことから、
より一層がん検診を推進し
ていくため、さらに上乗せ
し、１割増の55％を目標値
として設定しました。

乳がん
41.1%

子宮頸がん
47.8%

大腸がん
26.8%

（29年度）

乳がん
55.0%

子宮頸がん
55.0%

大腸がん
50.0%

（4年度）
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

123
副
指
標

継続

がん診療連携
拠点病院およ
び三重県がん
診療連携準拠
点病院指定数

県内のがん患者がその居住
する地域に関わらず適切な
がん医療を受けられるよ
う、標準的・集学的治療の
均てん化を図ることが必要
であり、がん診療連携体制
の一層の充実・強化を図る
ため、がん診療の拠点とな
る医療機関の整備を推進す
る必要があることから選定
しました。

がん対策推進協議会におい
て、県内のがん診療連携拠
点病院および三重県がん診
療連携準拠点病院の整備に
ついては、10か所程度が適
切とされていることから、
目標値を設定しました。 ７か所

（30年度）
10か所

123
副
指
標

継続

がん患者等の
就労について
理解を得られ
た企業数（累
計）

がん医療の進歩により、が
ん患者・経験者が長期生存
し、働きながらがん治療を
受けられる可能性が高まっ
ています。がん患者は、治
療に必要な休暇や、治療後
の後遺症などから、就労継
続が困難な状況になること
もあります。そのため、各
種制度はもとより、雇用主
や同僚の理解を深めること
が必要であることから選定
しました。

県内の事業所の管理者や人
事担当者等にがん患者の支
援について理解を求めてい
くことをめざし、県内の従
業員50人以上の全ての事業
所数2,286社を目標値として
設定しました。 1,045社

（30年度）
2,286社

124
主
指
標

継続 健康寿命

生涯を通じて健康的な生活
を送るためには、健康寿命
の延伸が重要であることか
ら選定しました。

平均寿命と健康寿命の差を
縮めるため、健康寿命の伸
びが平均寿命の伸びを１割
上回る値（男性0.23歳、女
性0.11歳）をめざし、目標
値を設定しました。

男性78.5歳
女性80.9歳
（29年）

男性79.6歳
女性81.4歳

（4年）

124
副
指
標

継続
特定健康診査
受診率

特定健康診査の受診率の向
上により、これまで見つけ
られなかった生活習慣病予
備群の早期発見が可能とな
り、その後の特定保健指導
や医療機関受診へつなぐこ
とで発症予防や重症化を防
ぐことができることから選
定しました。

三重県の特定健康診査受診
率の過去４年間における平
均伸び率は1.175％ですが、
さらに受診率を伸長させる
ために、過去４年間の伸長
率の最高値（1.5％）をめざ
し、目標値を設定しまし
た。

52.2%
（29年度）

59.7%
（4年度）

124
副
指
標

新規

フッ化物洗口
を実施してい
る施設数（累
計）

12歳児のむし歯の状況の改
善を図るため、むし歯予防
の効果が高いフッ化物洗口
は、永久歯に生え変わる４
歳から14歳までの期間に、
継続的に実施することがむ
し歯予防に大きな効果をも
たらすことから選定しまし
た。

平成30年度末現在で、フッ
化物洗口を実施している幼
稚園・保育所等は159施設
で、年平均で約10施設ずつ
増加しています。
フッ化物洗口を実施する施
設がこれまで以上に増加す
るよう、年間20施設ずつ増
やしていくことをめざし、
目標値を設定しました。

159施設
（30年度）

259施設
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

131
主
指
標

新規
地域福祉計画
を策定してい
る市町数

各市町において地域福祉計
画が策定され、地域共生社
会の実現に向けた取組が着
実に進められるよう、県と
して地域福祉支援計画を策
定し、市町の取組を支援し
ていく必要があることから
選定しました。

令和５年度までに既に策定
済みの市町も含め、県内全
ての市町において、包括的
な支援体制の整備を盛り込
んだ地域福祉計画が策定さ
れることをめざし、目標値
を設定しました。

18市町 29市町

131
副
指
標

新規
40歳未満の自
殺死亡率

40歳未満（子ども・若者世
代）における自殺死亡率は
増加傾向にあるため、関係
機関等と連携し、40歳未満
（子ども・若者世代）を対
象とした自殺死亡率を減少
させることが重要であるこ
とから選定しました。

三重県の 40歳未満（子ど
も・若者世代）の自殺死亡
率は全国平均(12.4)に比べ
て高く(14.2)、直近5か年の
平均減少率も全国平均(▲
3.7%/年）に比べて低い状況
(▲0.9%/年)となっていま
す。このため、平均減少率
を全国平均のさらに１割増
（▲4.0%/年）とすることを
めざし、目標値を設定しま
した。

14.2
（30年）

12.1
（4年）

131
副
指
標

新規

自立相談支援
機関の面談・
訪問・同行支
援の延べ件数

相談者のさまざまな課題を
包括的に受け止める相談体
制の構築が求められてお
り、相談者の課題やニーズ
等に的確に対応するため、
相談者の面談だけでなく、
訪問支援や同行支援も行う
ことで、地域共生社会の実
現をめざすものであること
から選定しました。

自立相談支援機関の連携相
手である民生委員・児童委
員の各年度の訪問回数の伸
び率が現状約1.8％となって
いることから、自立相談支
援機関ではその倍3.6％の伸
び率となるよう目標値を設
定しました。

8,736件
（30年度）

10,426件

131
副
指
標

新規
ヘルプマーク
を知っている
県民の割合

ヘルプマークの普及をとお
して、県民のおもいやりあ
る行動につなげ、ユニバー
サルデザインのまちづくり
を推進するため選定しまし
た。

「第４次三重県ユニバーサ
ルデザインのまちづくり推
進計画」（2019－2022）に
おいて、令和４年度の目標
値を80％としており、その
１年後の令和５年度は、
５％の伸び率の維持をめざ
し、目標値を設定しまし
た。

58.1%
（30年度）

85.0%

132
主
指
標

変更

グループホー
ム等において
地域で自立し
た生活をして
いる障がい者
数

障がい者が地域において自
立した生活を送るために
は、居住の場であるグルー
プホーム等を充実させる必
要があることから選定しま
した。

障がい者が地域において自
立した生活を送るため、近
年増加傾向にある知的障が
い者と精神障がい者の人数
の合計に対するグループ
ホーム利用者数の割合を
4.14％と設定し、令和５年
度 の 推 定 障 が い 者 数
（51,414人）から目標値を
設定しました。

1,568人
（30年度）

2,128人

132
副
指
標

変更

障がい児・者
の日中活動を
支援する事業
所の利用者数

障がい者が地域において自
立した生活を送るため、ま
た障がい児が地域において
適切な療育を受けるために
は、日中活動の場を充実さ
せる必要があることから選
定しました。

障がい者が地域において自
立した生活を送るため、近
年増加傾向にある知的障が
い者と精神障がい者の人数
の合計に対する障害福祉
サービス事業所（日中活動
系 ） 利 用 者 数 の 割 合 を
31.4％と設定し、令和５年
度 の 推 定 障 が い 者 数
（51,414人）から目標値を
設定しました。

12,665人
（30年度）

16,143人
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

132
副
指
標

新規

農林水産業と
福祉との連携
による新たな
就労人数

障がい者の活躍の場をさら
に広げていくためには、農
林水産業の経営体が生産現
場において障がい者が従事
可能な作業を福祉事業所に
委託する、いわゆる施設外
就労を中心に取組を推進す
ることが必要です。これら
の取組の成果として、障が
い者が農林水産業に従事す
る機会の拡大を具体的に示
すため選定しました。

農林水産業分野における障
がい者の就労機会の拡大を
めざし、新たな就労人数を
年間70人増加させることを
めざし、目標値を設定しま
した。

－ 70人

133
主
指
標

新規

児童虐待の早
期対応力強化
に取り組む市
町数

児童福祉法の改正により市
町を中心とした支援体制の
早急な構築が求められてお
り、市町での虐待の早期発
見、早期対応の強化が県全
体での虐待防止対応力の強
化につながることから選定
しました。

児童福祉法の改正により、
市町の支援体制の早急な構
築が求められていることか
ら、全ての市町が児童虐待
の早期対応力の強化に取り
組んでいることをめざし、
目標値を設定しました。

15市町
（30年度）

29市町

133
副
指
標

新規

児 童 養 護 施
設・乳児院の
多機能化等の
事 業 数 （ 累
計）

「新しい社会的養育ビジョ
ン」に基づき、児童養護施
設・乳児院の多機能化が求
められていることから選定
しました。

令和元年度策定する「三重
県社会的養育推進計画」に
基づく取組の方向性や地域
の実情等をふまえ、令和５
年度までに16事業が実施さ
れていることをめざし、目
標値を設定しました。

8事業
（30年度）

16事業

133
副
指
標

継続

里親・ファミ
リーホームで
ケアを受けて
いる要保護児
童の割合

児童福祉法の改正により、
家庭養育優先原則が示さ
れ、家庭における養育が適
当でない場合は、里親家庭
やファミリーホームで養育
されるよう必要な措置を取
ることが求められており、
より一層里親委託を推進す
る必要があることから選定
しました。

令和元年度策定する「三重
県社会的養育推進計画」に
おける里親等委託率は、従
来の家庭的養護推進計画の
目標値より高い数値が求め
られるため、従来の目標値
である33.3％を当初の目標
年度（令和11年度）より早
く達成し、さらに超えるこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

28.8%
（30年度）

35.0%

141
主
指
標

継続
刑法犯認知件
数

犯罪対策の成果を端的にあ
らわし、県民にとってわか
りやすいものであることか
ら選定しました。

令和元年中の刑法犯認知件
数は、戦後最少を記録しま
したが、今後もこの減少傾
向を維持することが必要で
あることから、目標値を設
定しました。

10,322件
7,500件

未満

141
副
指
標

新規

「 子 ど も 安
全 ・ 安 心 の
店」認定事業
所数

自主防犯ボランティア活動
や企業の実施している防犯
CSR活動の裾野を拡大し、
子どもの登下校時等におけ
る安全を地域ぐるみで確保
することが、犯罪防止に効
果があることから選定しま
した。

自主防犯活動の裾野を拡大
し、子どもの登下校時等の
安全を確保するためには、
「子ども安全・安心の店」
認定事業所を増やし、より
多くの小学校区で幅広く活
動することが効果を発揮す
ることから、認定事業所数
を４年間で現状値の約４倍
の1,000事業所以上とする目
標値を設定しました。

262事業所
1,000
事業所
以上

7



施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

141
副
指
標

継続
重要犯罪の検
挙率

被害者に重大な危害を及ぼ
す重要犯罪は、治安情勢の
バロメーター（指標）とな
るものであり、発生した事
件を早期に１件でも多く検
挙することが強く求められ
ていることから選定しまし
た。

重要犯罪の検挙率は、過去
５年間の平均では90.6％と
なっており、認知件数の多
寡に影響を受けることもふ
まえ、現水準(90％以上)を
最低ラインとし、それ以上
（究極的に100％）をめざ
し、目標値を設定しまし
た。

94.8% 90%以上

141
副
指
標

変更

機 動 力 の 向
上、施設の老
朽化・津波浸
水への対策を
講じた交番・駐
在所数

治安維持の重要な活動基盤
である交番・駐在所につい
て、さまざまな警察事象に
迅速・的確に対応できるよ
う、パトカーの配備や施設
の機能強化が強く求められ
ていることから選定しまし
た。

現状で対策済施設は80か所
ですが、経年に伴う対象施
設の増加が見込まれます。
その上で、さまざまな警察
事象に迅速・的確に対応で
きるよう、対策済施設数を
100か所以上に増加させるこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

80か所
100か所

以上

141
副
指
標

新規

犯罪被害者等
支援施策集を
作成した市町
数

犯罪被害者等への支援を推
進するためには、市町にお
ける支援体制の整備が不可
欠です。全市町に支援窓口
は設置されているものの、
必要な支援を把握できてい
ない市町もあります。各市
町が支援施策や相談窓口を
取りまとめた「犯罪被害者
等支援施策集」を作成する
ことで、市町内における連
携を促進し、迅速で適切な
支援に結びつけることがで
きることから選定しまし
た。

どの市町の住民であっても
犯罪に巻き込まれる可能性
があることから、住民に
とって身近な存在である全
ての市町において、犯罪被
害者等支援が円滑に受けら
れることをめざし、目標値
を設定しました。 １市 29市町

142
主
指
標

継続
交通事故死者
数

交通事故死者の抑止は、交
通安全対策の最大の課題で
あり、国および県の交通安
全計画の目標にもなってい
ることから選定しました。

第二次行動計画では、国の
交通安全計画の目標より高
い数値（60人以下）を設定
していましたが、高齢者の
交通事故死者数が目標どお
り減少しなかったなどの理
由から目標が未達成でし
た。第三次行動計画におい
ても、交通事故死者数減少
の重要性や数値設定に係る
考え方は変わらないことか
ら目標値を設定しました。

75人
60人
以下

142
副
指
標

継続
交通事故死傷
者数

交通安全対策における最大
の課題である交通事故死者
数を抑制するためには、事
故を減らし、死傷者数を減
少させることが重要です。
交通安全意識の高揚と交通
マナーの向上に向けた教
育・啓発を推進していくこ
とにより、死傷者数が減少
していくことから選定しま
した。

現状値を基準として、過去
10年間の年平均増減率をふ
まえ、目標値を設定しまし
た。

4,763人
3,100人

以下
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

142
副
指
標

新規
高齢運転者事
故件数

人身事故に占める高齢運転
者の事故割合が増加傾向に
ある中で、高齢運転者事故
対策が全国的にも喫緊の課
題となっていることから選
定しました。

現状値を基準として、過去
10年間の年平均増減率をふ
まえ、目標値を設定しまし
た。

783件
580件
以下

142
副
指
標

継続
飲酒運転事故
件数

「三重県飲酒運転０（ゼ
ロ）をめざす基本計画」の
目標に掲げ、飲酒運転０
（ゼロ）をめざして、まず
飲酒運転事故０（ゼロ）の
達成をめざしていく必要が
あることから選定しまし
た。

第二次行動計画では「三重
県飲酒運転０（ゼロ）をめ
ざす基本計画」と合わせ毎
年５件以上減少させること
を目標に設定しましたが、
飲酒運転の厳罰化に係る遵
法意識の希薄化などの要因
により目標が未達成でし
た。第三次行動計画におい
ても、飲酒運転撲滅の重要
性や数値設定に係る考え方
は変わらないことから、目
標値を設定しました。

36件
23件
以下

142
副
指
標

新規
「ゾーン30」
整 備 地 区 数
（累計）

生活道路における歩行者等
の安全確保を目的として、
市町等の道路管理者と連携
し「ゾーン30」の整備を進
めています。
歩行者等が被害者となる交
通事故の発生が後を絶たな
いことから、速度抑制や抜
け道として通行する車両の
抑制等を図る「ゾーン30」
の整備を進め、県民の皆さ
んの安全・安心を確保する
ため選定しました。

歩行者等の安全を確保する
ため、今後も、「ゾーン
30」の整備を、交通状況等
に応じて、着実に進める必
要があることから、毎年度
２地区（以上）整備するこ
とをめざし、目標値を設定
しました。 47地区

55地区
以上

142
副
指
標

新規
横断歩道の平
均停止率

信号機のない横断歩道にお
ける歩行者の優先は、法令
により「横断歩道手前での
減速義務」と「横断歩道に
おける歩行者優先義務」が
規定されているにもかかわ
らず、横断歩道上での交通
事故が発生し、重大事故に
直結するおそれがあること
から、歩行者の安全を確保
するため選定しました。

信号機のない横断歩道にお
ける歩行者保護意識を運転
者に浸透させるためには、
運転者の意識改革が必要で
あり、横断歩行者妨害の交
通指導取締り、広報啓発活
動、交通安全教育等の取組
により、中長期的に浸透さ
せていくため、毎年10％ず
つ上昇させていくことをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

20.7%
60.0%
以上

143
主
指
標

継続

消費者トラブ
ルに遭った時
に消費生活相
談を利用する
とした人の割
合

消費者トラブルに遭った時
に消費生活センター等の相
談を利用するという意識の
高まりは、啓発の成果であ
るとともに、消費生活相談
が適切に機能している状態
であると考えられることか
ら選定しました。

第二次行動計画において、
当該指標は49.6％(H27)から
62.5％(H30)に大きく上昇し
ましたが、どこに住んでい
ても質の高い相談・救済を
受けられ、安全・安心が確
保されるためには、引き続
き当該指標を高めていく必
要があることから、毎年度
1.5％ずつ高めていくことを
めざし、目標値を設定しま
した。

62.5%
（30年度）

70.0%
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

143
副
指
標

新規

高齢者や若年
者に向けた消
費生活講座等
に参加した人
数

近年、消費生活相談におけ
る高齢者の割合が高まって
いること、また令和４年度
施行の改正民法により成年
年齢が引き下げられること
をふまえると高齢者や若年
者への啓発が急務です。消
費生活出前講座・青少年消
費生活講座・小中学校消費
生活出前講座等の参加者を
増やすことが、消費者トラ
ブルの未然防止、拡大防止
に有効であることから選定
しました。

消費生活相談割合の最も高
い高齢者や成年年齢引下げ
の対象となる若年者への啓
発強化が重要であることか
ら、関係機関と連携し、講
座等の開催回数を増やすこ
とにより、参加者数を7,800
人まで増やすことをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

5,244人
（30年度）

7,800人

143
副
指
標

継続

消費生活相談
においてあっ
せんにより消
費者トラブル
が解決した割
合

消費者トラブルの解決のた
めの助言、あっせん等を行
う中で、あっせんによる解
決率を高めることが消費者
被害の救済に大きく寄与す
ることから選定しました。

第二次行動計画では、あっ
せん事案のほとんどの解決
をめざし95.0％の目標値を
設定しましたが、消費者ト
ラブルの複雑化、消費者
ニーズの多様化などの要因
により目標が未達成でし
た。
第三次行動計画において
も、あっせんによる消費者
トラブルの解決の重要性や
数値設定に係る考え方は変
わらないことから、目標値
を設定しました。

92.1%
（30年度）

95.0%

144
主
指
標

継続
やむを得ず殺
処分を行った
犬・猫の数

殺処分数は、動物愛護の普
及啓発、譲渡事業、引取り
を減らす取組等の動物愛護
管理に関する施策を総合的
に行うことで減少すること
から選定しました。

犬・猫の殺処分がなくなる
ことをめざす必要があるこ
とから目標値を設定しまし
た。 115匹

（30年度）
0匹

144
副
指
標

変更

県内の医薬品
等製造施設の
うち不良医薬
品等を出さな
かった施設の
割合

医薬品等の安全性を確保す
るためには、医薬品等製造
施設に対する監視等を徹底
し、重篤な健康被害の原因
となる不良医薬品等や健康
被害の原因となる可能性の
ある不良医薬品等の発生を
防止する必要があることか
ら選定しました。

不良医薬品等による健康被
害を100％なくすことをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

98.8%
（30年度）

100%

144
副
指
標

新規
献血を行った
10代の人数

近年、全国的にも若年層の
献血率の低下が課題となっ
ていることに加え、少子高
齢化が進むことが見込まれ
る中、将来にわたり安定し
て血液を供給していくため
には、若年層の献血への協
力が必要不可欠であること
から選定しました。

これからの献血を担う10代
の献血者数を他の年代と同
水準まで引き上げ、その数
を安定的に確保していく必
要があることから、目標値
を設定しました。

2,095人
（30年度)

2,400人
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

144
副
指
標

変更

薬物乱用防止
に関する知識
と理解を深め
た県内学校の
児童生徒等の
人数

近年、若年層における大麻
などの薬物乱用の広がりが
憂慮すべき状況となってお
り、県内の小中学校、高等
学校の児童生徒や大学生等
を対象とした講習会等を実
施し、青少年の薬物乱用防
止に関する意識の向上を図
る必要があることから選定
しました。

薬物乱用防止に関する正し
い知識の浸透を図るため、
成長にあわせ、小中学校、
高等学校や大学等の各教育
課程において一度は薬物乱
用防止教育に受ける機会が
得られるよう、目標値を設
定しました。

54,702人
（30年度）

58,000人

144
副
指
標

継続

健康被害が発
生しなかった
生活衛生営業
施設の割合

県民の皆さんが安心して生
活衛生営業施設を利用する
ためには、健康被害の発生
はあってはならないことか
ら選定しました。

全ての生活衛生営業施設に
おいて、健康被害が発生し
ない必要があることから目
標値を設定しました。

100%
（30年度）

100%

145
主
指
標

新規

ＨＡＣＣＰに
沿った衛生管
理を適切に運
用している施
設の割合

食品衛生法の改正に伴い、
全ての食品事業者は、法が

施行される令和２年６月※

までにＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理を導入しなければ
ならないことから選定しま
した。
※法施行後、さらに１年間
の経過措置期間が設けられ
ています。

全ての食品事業者において
ＨＡＣＣＰに沿った衛生管
理が適切に導入されている
必要があることから目標値
を設定しました。

- 100%

145
副
指
標

新規

食品表示を適
切に行ってい
る食品関連事
業者の割合

平成27(2015)年４月の食品
表示法の施行に伴い、全て
の食品関連事業者は、経過
措置期間が終了する令和２
(2020)年４月から同法に基
づいた食品の表示を行わな
ければならないことから選
定しました。

全ての食品関連事業者にお
いて食品表示法に基づく適
切な表示が行われている必
要があることから目標値を
設定しました。

100%
（30年度）

100%

145
副
指
標

新規
特定家畜伝染
病発生防止率

畜産物の安全･安心を確保
するためには、発生農場で
の全頭（羽）殺処分が必要
なＣＳＦや高病原性鳥イン
フルエンザ等の家畜伝染病
の発生および感染拡大を防
止する必要があることから
選定しました。

畜産物の安全・安心を確保
するため、全ての農場にお
いて、飼養衛生管理基準が
遵守され、家畜伝染病の発
生および感染拡大が100％防
止されていることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

81.9% 100%

146
主
指
標

継続

危険性の高い
感染症発生数
のうち集団発
生が抑止でき
た割合

一、二、三類感染症の集団
発生が生じないように啓発
を行うとともに、発生した
場合は、迅速な連携と適切
な対応により、発生を小規
模に抑えることが重要であ
ることから選定しました。

一、二、三類感染症の集団
発生を起こさない、もしく
は小規模に抑えることが重
要であるため、患者発生数
のうち、集団発生を抑止で
きた数の割合を100％とする
ことをめざし、目標値を設
定しました。

100%
（30年度）

100%

146
副
指
標

継続
感染症危機管
理に関する訓
練実施率

感染症危機管理体制の整備
には、平常時から、本庁お
よび全ての保健所において
医療機関、警察、消防等と
の連携による訓練の実施が
必要であることから選定し
ました。

本庁、保健所、医療機関お
よび警察等の担当者等が、
異動により入れ替わっても
常に対応できることが必要
であることから目標値を設
定しました。

50.0%
（30年度）

100%
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

146
副
指
標

新規

定期接種にお
ける麻しん、
風しんワクチ
ンの接種率

近年、増加傾向にある麻し
ん、風しんの感染を防止す
るためには、２回の予防接
種により免疫を獲得するこ
とが重要であることから選
定しました。

麻しん、風しんの感染を防
止するためには、２回の予
防接種により免疫を獲得す
ることが重要であることか
ら、接種率100％を目標値と
して設定しました。

95.6%
(30年度）

100%

147
主
指
標

継続
野生鳥獣によ
る農林水産業
被害金額

農林水産業の被害金額は、
国が調査に基づいて公表し
ており、農林水産業に対す
る総合的な獣害対策の効果
として、県民の皆さんに最
もわかりやすいと考えられ
ることから選定しました。

過去最高被害金額（821百万
円）である平成23年度の半
減をめざし、獣種毎に目標
値を設定し、今後４年間で
48百万円減少させ、令和５
年度におおよそ半減させる
ことをめざし、目標値を設
定しました。

463百万円
（30年度)

415百万円
以下

（４年度)

147
副
指
標

新規

イノシシによ
る被害が減少
したと実感す
る集落等の割
合

農業被害金額は減少してい
るものの、全体の被害金額
に占めるイノシシによる被
害金額は増加しており、平
成30年度には全体の５割を
超え、県内全域で被害が発
生しています。獣種別の被
害状況アンケートにおいて
も、イノシシは被害実感が
最も高い獣種となっている
ことから、イノシシを対象
に被害実感を把握するため
選定しました。

イノシシによる被害が減少
したと実感する集落等の割
合を増加させるため、被害
が抑えられている集落を維
持するとともに、被害軽減
効果の高い侵入防止柵を新
規に整備する集落を100集落
と設定し、４年間で14.0％
増（年3.5％増）をめざし、
目標値を設定しました。
（被害軽減集落100／被害集
落713）

29.5%
（30年度）

43.5%

147
副
指
標

継続
ニホンジカの
推定生息頭数

捕獲頭数の目標を設定する
には、生息頭数を把握する
必要があることから選定し
ました。

二ホンジカの生息頭数を平
成24年度の65,590頭から10
年後の令和４年度までに半
減の約32,500頭にすること
とし、毎年度3,000頭の生息
頭数を減らすことをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

46,200頭
（30年度）

32,500頭

147
副
指
標

新規

食肉処理施設
（みえジビエ
登録施設）で
解体処理され
た野生獣の頭
数（ニホンジ
カ 、 イ ノ シ
シ）

捕獲したニホンジカやイノ
シシを安全・安心なジビエ
として広く利活用を図るた
め、衛生・品質管理の整っ
たみえジビエの登録施設で
解体・処理された頭数を指
標として選定しました。

捕獲したニホンジカやイノ
シシを安全・安心なジビエ
として広く利活用できるよ
う、毎年110頭増やすことを
めざし、目標値を設定しま
した。

1,200頭
（30年度）

1,640頭

151
主
指
標

変更

家庭での電力
消費による二
酸化炭素排出
量

家庭における地球温暖化対
策には、省エネルギーや節
電、再生可能エネルギーの
導入等の取組が必要であ
り、家庭からの二酸化炭素
排出量の約半分を電気の使
用が占めていること、ま
た、県が実施する普及啓発
については、県民個人への
働きかけが中心であること
から選定しました。

国では、令和12（2030）年
度に平成 25（ 2013）年度
（２億百万ｔ-CO2）比で家
庭部門の温室効果ガス排出
量を約４割削減することを
目標としています。
国の削減目標と整合性を図
り、目標値を設定しまし
た。

1,080
千ｔ－CO2
（30年度）

991
千ｔ－CO2
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

151
副
指
標

新規

環境教育・環
境学習講座等
を通じて自発
的に環境活動
に取り組む意
向を示した参
加者の割合

県民の皆さんの自発的な環
境行動を促進するために
は、環境保全に対する意識
を具体的な行動に結びつけ
る啓発活動が重要であるこ
とから、県環境学習情報セ
ンターが実施する指導者養
成講座や出前講座等への参
加者を増やし、県地球温暖
化防止活動推進員等が実施
する出前講座等の内容を充
実させ、参加者の方に満足
していただくとともに、自
ら環境行動を起こすことを
認識していただくため、選
定しました。

講座等の受講者全員が自発
的に環境活動に取り組む意
向を示すことをめざし、目
標値を設定しました。

91.1%
（30年度)

100%

151
副
指
標

新規

大規模事業所
における地球
温暖化対策計
画書制度に基
づく目標達成
率

温室効果ガス排出量の約６
割が産業部門から排出され
ており、その８割以上を大
規模事業所が占めているこ
とから選定しました。

地球温暖化対策計画書で定
める排出量目標が３年毎に
見直され、半数以上の工場
等が前回の排出量目標より
も厳しい値を定めている状
況を勘案し、近年の達成率
の実績値のレベルを維持す
ることをめざし、目標値を
設定しました。

79.1%
（29年度）

80.0%

152
主
指
標

継続
廃棄物の最終
処分量

循環型社会の定着を図るた
めには、廃棄物の発生抑制
や再生利用等の取組を進
め、廃棄物の最終処分量を
削減する必要があることか
ら選定しました。

廃棄物の最終処分量につい
ては、一般廃棄物が減少傾
向にあるものの、産業廃棄
物は事業活動の影響を受け
ることもあり、増加傾向に
あります。また、国の「プ
ラスチック資源循環戦略」
では、令和17（2035）年度
までに、廃プラスチックを
全て再生利用することを目
標としています。これらを
ふまえて、国の目標値との
整合性を図り、より一層の
再生利用を推進するため、
目標値を設定しました。

331千ｔ
（30年度
速報値）

318千t

152
副
指
標

継続

１人１日あた
りのごみ排出
量（一般廃棄
物の排出量）

廃棄物の最終処分量を削減
するには、ごみの排出量の
削減が必要であることから
選定しました。

１人１日あたりのごみ排出
量は、現状の取組を継続し
た場合の数値を近年の状況
から推計すると減少傾向に
あります。また、国では令
和12（2030）年度までに家
庭系および事業系食品ロス
量を平成12（2000）年度比
で半減する目標を設定して
います。これらをふまえ
て、国の目標値との整合性
を図り、目標値を設定しま
した。

943g/人日
（30年度
速報値）

918g/人日
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

152
副
指
標

新規
建設系廃棄物
の不法投棄件
数

産業廃棄物の不法投棄を撲
滅するためには、その大半
を占める建設系廃棄物を減
らすことが重要であること
から選定しました。

第二次行動計画期間内にお
ける建設系廃棄物の不法投
棄件数は、常に10件を超え
ています。不法投棄を撲滅
するため、まずは不法投棄
件数10件以下を達成するこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

12件
（30年度)

10件以下

152
副
指
標

変更

不適正処理４
事案に係る環
境修復の進捗
率

生活環境保全上の支障等の
ある４事案（四日市市大矢
知・平津、桑名市源十郎新
田、桑名市五反田、四日市
市内山）について、着実に
環境修復を進める必要があ
ることから選定しました。

「特定産業廃棄物に起因す
る支障の除去等に関する特
別措置法」の期限（令和４
年度末）までに着実に環境
修復を実施し、その効果が
維持されていることを確認
する必要があることから、
目標値を設定しました。

65.0%
（見込）

100%

152
副
指
標

新規

「 資 源 の ス
マ ー ト な 利
用」を宣言し
た 事 業 所 数
（累計）

ワンウェイプラスチックや
食品ロス削減に向けた取組
等を推進するため、「資源
のスマートな利用」を宣言
する事業所数を増加させる
必要があることから選定し
ました。

ワンウェイプラスチックや
食品ロスの削減に向けた取
組等を推進するため、より
多くの事業所に「資源のス
マートな利用」を宣言して
いただくよう、毎年250件ず
つ増加させることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

- 1,000件

153
主
指
標

継続
自然環境の保
全活動団体数

県民の皆さんやＮＰＯ等の
さまざまな主体による、生
物多様性の調査や観察会な
どの保全活動が、自発的な
活動として広がることが、
自然環境を自主的に保全・
再生する社会の実現につな
がることから選定しまし
た。

より多くの主体が自主的か
つ継続的に里地、里山、里
海等の保全活動を実施する
ことが重要であるため、活
動団体数を現状値から４年
間で10団体増やすことをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

84団体 94団体

153
副
指
標

継続

希少野生動植
物種の保全活
動や貴重な生
態系の維持回
復活動の実施
率

絶滅の危機に瀕している希
少野生動植物種や貴重な生
態系を保全するには、継続
的な保全活動を実施する必
要があることから選定しま
した。

希少野生動植物種のうち特
に保護が必要な種の保全活
動数と生態系維持回復事業
計画に基づく活動地区数の
合計30活動を母数に、全て
において保全活動等が実施
されることをめざし、目標
値を設定しました。

67.0% 100%

153
副
指
標

新規
自然体験施設
等の利用者数

森林公園や自然環境の情報
を伝える施設、長距離自然
歩道等の自然体験施設を利
用することが、森林をはじ
めとする自然環境への理解
を深めることにつながるこ
とから選定しました。

「三重の森林づくり基本計
画」における目標設定の考
え方に合わせ、自然体験施
設等の利用者数を、現状値
から3.5％増やすことをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

1,481千人
（30年度）

1,533千人
（４年度）

154
主
指
標

継続

大気環境およ
び水環境に係
る環境基準の
達成率

環境基準は、人の健康を保
護し、生活環境を保全する
上で維持されることが望ま
しい基準であることから選
定しました。

各種施策を講じることによ
り全地点および全水域で環
境基準を達成することをめ
ざしていますが、環境基準
の達成が著しく困難な一部
の水域を除いた目標値を設
定しました。

90.2%
(30年度)

97.0%
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施策
番号

新規
・
継続
の別

目標値
【令和５】

区
分

目標項目
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

154
副
指
標

継続
大気・水質の
排出基準適合
率

大気・水環境への負荷を削
減していくためには、発生
源である工場・事業場の排
出基準が遵守されているこ
とが必要であることから選
定しました。

全ての工場・事業場で排出
基準が遵守されている必要
があることから目標値を設
定しました。 100%

（30年度)
100%

154
副
指
標

継続
生活排水処理
施設の整備率

伊勢湾再生等において、陸
域からの水質汚濁負荷に占
める生活排水の割合が大き
く、水質改善のためには生
活排水処理施設整備の推進
が重要であることから選定
しました。

「生活排水処理アクション
プログラム」の中間目標年
度（令和７年度）におい
て、生活排水処理施設整備
率の目標を 92.3％としてい
ることをふまえて目標値を
設定しました。

85.3%
（30年度）

90.3%

154
副
指
標

継続

海岸漂着物対
策等の水環境
の保全活動に
参加した県民
の数

伊勢湾の再生のためには、
さまざまな主体による活動
が重要であることから、県
民の皆さんの伊勢湾に対す
る保全意識の高まりを示す
指標として選定しました。

市町と連携するなど、これ
までの継続的な取組拡大を
図り、第二次行動計画を上
回る年1,500人を増やすこと
をめざし、目標値を設定し
ました。

35,063人
（30年度)

41,000人

154
副
指
標

新規
無許可による
土砂等の搬入
件数

「三重県土砂等の埋立て等
の規制に関する条例」に基
づき、土砂等の埋立て等を
適正に実施させるための成
果を示す指標として選定し
ました。

県民等からの通報による現
地確認のほか、日常的なパ
トロールによる成果を前提
とし、毎年度0件をめざし、
目標値を設定しました。

- 0件
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211
主
指
標

継続

人権が尊重さ
れている社会
になっている
と感じる県民
の割合

人権が尊重される社会の進
展の度合いは、県民の皆さ
んの意識にあらわれるもの
と考えられることから選定
しました。

人権教育・啓発の推進や相
談体制の充実等を図ること
により、人権が尊重されて
いる社会になっていると感
じる県民の割合を、第二次
行動計画期間中の平均伸び
率0.33％を上回る年１％増
加させることをめざし、目
標値を設定しました。

39.5%
（30年度）

43.8%

211
副
指
標

新規

人権研修等を
受講した県民
が、人権尊重
の視点で行動
しようと感じ
た割合

「三重県人権施策基本方
針」では、人権啓発の目的
を、県民の皆さんが人権尊
重の視点に立って活動を行
うこととしています。人権
研修等の受講者が、人権を
尊重する行動への意欲を持
つことができたかを把握す
るため、選定しました。

県民を対象とした人権研修
等のアンケート調査におい
て、「人権を大切にする行
動をしていこう」と「思っ
た」、「どちらかといえば
思った」と回答した割合を
100％とすることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

97.7%
（見込）

100%

211
副
指
標

新規

人 権 学 習 に
よって人権を
守るための行
動をしたいと
感じるように
なった子ども
たちの割合

「三重県人権教育基本方
針」において、自他の人権
を守るための実践行動がで
きる力を育むことを人権教
育の目的としていることか
ら選定しました。

県立学校の生徒を対象とし
たアンケート調査において
「差別はいけないと思う」
と回答した生徒の割合が
98.3％（過去最高値）であ
る一方で、「差別をなくす
ための行動をしたい」と思
う生徒の割合は88.5％に留
まっています。第三次行動
計画ではその差を埋め、さ
らに98.3％を上回ることを
めざし、年2.5％を積み上
げられるよう、目標値を設
定しました。

88.5% 98.5%

211
副
指
標

新規

人権に関わる
相談員を対象
とした資質向
上研修会受講
者が、研修内
容を今後の業
務に生かした
いと感じた割
合

人権に関わる相談員を対象
とした資質向上研修会は、
相談員の人権に関する知識
の習得や相談対応力の向上
と相談体制の充実を図るも
のであり、参加者が研修内
容を今後の業務に生かした
いと感じていただく必要が
あることから選定しまし
た。

人権に関わる相談員を対象
とした資質向上研修会の受
講者のアンケート調査にお
いて「研修内容を今後の業
務に生かしたい」と「思っ
た」、「どちらかといえば
思った」と回答した割合を
100％とすることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

96.8% 100%

212
主
指
標

新規

性別による固
定的な役割分
担意識を持つ
県民の割合

男女が社会の対等な構成員
として共に参画する男女共
同参画社会の実現のために
は、「男は仕事、女は家
庭」といった性別による固
定的な役割分担意識を持つ
人の減少が重要であること
から選定しました。

先進県では、直近４年間で
固定的役割分担意識を持つ
人の割合が3.0％減少して
いることから、その減少割
合を上回る3.2％を４年間
で減少させることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

23.3% 20.1%

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

Ⅱ 創る ～人と地域の夢や希望を実感できるために～
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

212
副
指
標

新規

「女性の職業
生活における
活躍の推進に
関する法律」
に規定する事
業主行動計画
等 を 策 定 す
る、常時雇用
労働者数 100
人以下の団体
数

県内企業の多くを占める中
小・小規模企業や団体が、
事業主計画の策定や、「女
性の大活躍推進三重県会
議」に加入して自主取組宣
言を行うことにより、女性
が職業生活において能力を
発揮できる環境づくりが進
み、女性の活躍が推進する
ことから選定しました。

女性の活躍推進に取り組む
企業・団体の増加に向け
て、事業主行動計画策定数
については、先行する「次
世代育成支援対策推進法」
に基づく計画において８年
間で到達した策定数327団
体をめざします。併せて、
企業・団体への働きかけを
強化し、取組宣言数を70団
体にすることをめざし、合
計した数を目標値として設
定しました。

310団体
（30年度）

397団体

212
副
指
標

新規

ダ イ バ ー シ
ティ講座等の
受講後に、ダ
イバーシティ
推進に取り組
む意向を示し
た受講者の割
合

ダイバーシティ社会推進の
ためには、ダイバーシティ
に対する県民の皆さんの理
解や共感が進み、主体的な
行動につながっていくこと
が重要であることから選定
しました。

「ダイバーシティみえ推進
方針」では、令和４年度以
降を、県民の行動が「拡
大」していく段階と位置づ
けているため、県民の皆さ
んを対象としたダイバーシ
ティに関する講座等の受講
後のアンケート調査におい
て、「『ダイバーシティ』
についての行動（人の多様
性を大切にした行動）をし
ていこう」と「思った」、
「どちらかといえば思っ
た」と回答した受講者の割
合を100％とすることをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

89.1%
(見込)

100%

213
主
指
標

継続

多文化共生の
社会になって
いると感じる
県民の割合

多文化共生社会の進展の度
合いは、県民の皆さんの意
識にあらわれるものと考え
られることから選定しまし
た。

全国を対象とした意識調査
（H30）における多文化共
生社会の実現を肯定的にと
らえている人の割合と本県
の現状との比較をふまえ、
令和５年度に10ポイント引
き上げることをめざし、目
標値を設定しました。

27.3%
（30年度）

37.3%

213
副
指
標

変更

医療通訳者の
配置や電話通
訳の活用によ
り多言語対応
が可能な医療
機関数

外国人住民が医療機関にお
いて、言語による意思疎通
に不安を感じることなく受
診できることが、多文化共
生社会につながると考えら
れることから選定しまし
た。

通訳者を常勤で配置する医
療機関は、平成27年度６機
関から、令和元年９月現在
13機関と年平均1.7増えた
こと、また令和元年度は１
機関において電話通訳を導
入予定であることをふまえ
て、年３機関ずつ増やすこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

14機関
（見込）

26機関

213
副
指
標

新規

日本語指導が
必要な外国人
児童生徒に対
して、日本語
指導が行われ
ている学校の
割合

日本語指導が必要な子ども
たちが、学校で安心して学
び、社会で自立していくた
めに必要な力を身につける
ためには、日本語能力が大
切であることから選定しま
した。

日本語指導が必要な子ども
が在籍する学校が増加して
いる中で、どの学校で学ん
でも日本語能力を身につけ
られるよう、在籍する全て
の学校で適切な日本語指導
が行われることをめざし、
目標値を設定しました。

86.8% 100%
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

221
主
指
標

継続

自分には、よ
いところがあ
ると思う子ど
もたちの割合

子どもたちが、将来、自ら
の夢や可能性に挑戦しよう
とする意欲を持ち、必要な
力を身につけるためには、
知・徳・体を一体的・調和
的に育み、自己肯定感を高
めることが重要なことから
選定しました。

小中学校においては、成果
をあげている他県の状況を
ふまえて、現状値からおお
むね５ポイント高めること
をめざし、目標値を設定し
ました。

小学生
80.1%

中学生
74.9%

小学生
86.1%

中学生
80.5%

221
副
指
標

新規

「全国学力・
学 習 状 況 調
査」における
本県の子ども
たちの学力の
伸び

子どもたち一人ひとりに学
習指導要領で求められる確
かな学力を育んでいくこと
が重要であることから、子
どもたち全体の学力を伸ば
し、ＡＢ層の割合を増加さ
せることを指標として選定
しました。

「全国学力・学習状況調
査」において、ＡＢ層の子
どもの割合が全国平均より
少ないことから、全ての子
どもたちの学力を向上させ
ることで、全国の割合を
100とした本県の値を毎年
１ポイントずつ伸ばしてい
くことをめざし、目標値を
設定しました。

小学生
100.2

中学生
98.3

小学生
104

中学生
102

221
副
指
標

新規

道徳科の授業
で家庭や地域
と連携した取
組を行ってい
る小中学校の
割合

道徳科は全教育活動を通じ
て行う道徳教育の要であ
り、学校における道徳教育
への理解と協力を家庭や地
域社会から得ることが大切
であることから選定しまし
た。

子どもたちの道徳性を育む
ためには、家庭や地域と共
通理解を深め、連携して取
り組むことが重要であるこ
とから、令和５年度に全て
の小中学校で実施されるよ
う、段階的に増やしていく
ことをめざし、目標値を設
定しました。

小学校
78.7%

中学校
48.7%

（30年度）

小学校
100%

中学校
100%

221
副
指
標

新規

体力テストの
総 合 評 価 が
「 Ａ 」 ・
「 Ｂ 」 ・
「Ｃ」の子ど
もたちの割合

柔軟性や筋力、持久力など
基礎的な体力は、子どもた
ちの生涯にわたる健康の保
持増進に重要な役割を果た
すことから選定しました。

令和２年度の全国中学校体
育大会、令和３年度の三重
とこわか国体・三重とこわ
か大会の開催による運動や
スポーツへの関心や体力向
上への機運の高まりを見込
み、目標値を設定しまし
た。

75.1% 80.0%

221
副
指
標

継続

授業時間以外
に読書をする
子どもたちの
割合

豊かな心の育成につなげる
ため、読書活動の推進を行
うことで読書に親しむ子ど
もたちが増えることが重要
であると考え、選定しまし
た。

子どもたちの読書活動が、
小学生、中学生ともに全国
平均に達していないため、
全国平均値に達成すること
をめざし、目標値を設定し
ました。

小学生
63.9%

中学生
45.5%

小学生
65.7%

中学生
50.4%

222
主
指
標

新規

自立した主体
として、社会
において権利
を行使し責任
を果たそうと
考える高校生
の割合

18歳で成年を迎えることと
なる高校生が、社会を構成
する一員として権利を行使
し、責任を果たすことの大
切さを理解している必要が
あることから選定しまし
た。

「全国学力・学習状況調
査」における中学生への同
内容の質問に対する回答の
伸びが、４年間で約10ポイ
ント（2.6ポイント／年）
であること、新学習指導要
領の実施に向けた授業改
善、主権者教育や消費者教
育等に取り組むことをふま
え、現状値から毎年３ポイ
ント上昇させることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

62.3% 74.3%
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

222
副
指
標

新規

社会的な課題
について話し
合 う 活 動 を
行っている高
等学校の数

高校生が、実際の社会的事
象を題材として、自分の意
見を述べ、他の生徒の意見
を聞き、考えを深めていけ
るような機会を持つこと
は、これからの社会の形成
者としての資質・能力を育
成するために重要であるこ
とから選定しました。

高校生が、自ら課題を発見
し協働して解決策を見出す
活動を行うことで、これか
らの社会の形成者として必
要な資質・能力の育成につ
ながることから、全ての県
立高等学校において実施す
ることをめざし、目標値を
設定しました。

20校
（30年度）

56校

222
副
指
標

新規

目標を持って
学習や活動に
取り組んでい
る子どもたち
の割合

子どもたちが目標を定め、
先を見通して行動できる力
は、これからの社会におい
て必要な力であることから
選定しました。

第二次行動計画期間の最高
値（小学生89.3％、中学生
86.6％、高校生66.6％）を
上回るよう、小学生、中学
生は３～４ポイント程度の
上昇をめざし、目標値を設
定しました。特に高校生に
ついては、本施策を通じて
自己の将来とのつながりを
見通しながら学ぶ力を高め
る必要があることから、９
ポイント程度の上昇をめざ
します。

小学生
88.2%

中学生
86.6%

高校生
65.9%

小学生
92.0%

中学生
90.0%

高校生
75.0%

222
副
指
標

新規

「困難だと思
うことでも、
前向きに考え
て挑戦してい
る」と答えた
高校生の割合

将来を予測することが難し
い社会において、生徒が困
難だと感じることに対して
前向きに挑戦することが社
会の変化に対応する力とし
て必要不可欠であることか
ら選定しました。

探究活動や課題解決型学
習、教科横断的な学びなど
の取組を進めることによ
り、第二次行動計画期間中
の上昇割合（0.1ポイント/
年）を上回る毎年１ポイン
ト程度の上昇をめざし、目
標値を設定しました。

71.8% 76.0%

223
主
指
標

継続

特別支援学校
高等部の一般
企業就職希望
者の就職率

障がいのある子どもの教育
的ニーズを的確に把握し、
早期からの一貫した指導・
支援の充実を図り、一般企
業への就職を希望する生徒
の就職を実現することは、
特別支援教育の成果を象徴
的にあらわすことから選定
しました。

一般企業への就職を希望し
ている生徒全員の希望が実
現できることをめざし、毎
年100％を目標値として設
定しました。 100%

（30年度）
100%

223
副
指
標

新規

小中学校の通
常の学級にお
いて個別の教
育支援計画お
よび個別の指
導計画を作成
した学校の割
合

特別な支援を必要とする子
どもたちが、いきいきと学
校生活を送り意欲的に学ん
でいくためには、個々に応
じた指導・支援が計画的に
進められることが重要であ
ることから選定しました。

特別な支援を必要とする全
ての子どもたちが、一人ひ
とりの特性や教育ニーズに
応じたきめ細かな指導や支
援を受けられることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

支援計画
小学校：
86.0%

中学校：
70.2%

（30年度）

指導計画
小学校：
91.5%

中学校：
85.1%

（30年度）

支援計画
100%

指導計画
100%

223
副
指
標

新規

特別支援学校
における交流
及び共同学習
の実施件数

交流及び共同学習は、特別
支援学校と地域の小中学校
等の子どもたちがお互いを
理解し、共に助け合うこと
を学ぶ大切な機会であるこ
とから選定しました。

障がいのある子どもと障が
いのない子どもが共に学ぶ
交流及び共同学習の実施
を、1校あたりの回数の増
加を１割程度増やすことを
めざし、目標値を設定しま
した。

845回
（30年度）

950回
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

224
主
指
標

継続

学校生活に安
心を感じてい
る子どもたち
の割合

公立小中学校および県立高
等学校の児童生徒のうち、
学校生活に安心を感じてい
る割合を把握することは重
要であることから選定しま
した。

学校生活において子どもた
ちが安心を感じている割合
は、すでに小中学校におい
ては90％を超えています
が、この割合は今後100％
をめざすべき大切な項目で
あると考えられることか
ら、各校種とも２～３％程
度（年0.5～0.9％）の上昇
をめざし、目標値を設定し
ました。

小学生
92.0%

中学生
96.5%

高校生
88.9%

小学生
95.4%

中学生
98.7%

高校生
92.3%

224
副
指
標

新規

いじめ防止応
援サポーター
としていじめ
の防止に取り
組む団体数

「三重県いじめ防止条例」
にもある社会総がかりでい
じめの防止に向けた取組を
推進するため、学校だけで
なく、保護者や地域住民、
いじめ防止を応援してくれ
る事業者等が一体となって
いじめ防止に取り組む割合
を増やす必要があることか
ら選定しました。

県全体に活動を広げていく
ため、29市町の規模に応じ
て、毎年１～６団体（事業
所・個人を含む）増加する
ことをめざし、目標値を設
定しました。 450団体 650団体

224
副
指
標

変更

いじめの認知
件数に対して
解消したもの
の割合

一旦認知されたいじめの事
案に関しては、組織的な対
応により、早期解消を図る
ことが最も重要なことであ
ることから選定しました。

いじめは子どもたちの命に
もかかわる重大な問題であ
ることから、認知されたい
じめについて、100％解消
することをめざし、目標値
を設定しました。

96.7%
（30年度）

100%

224
副
指
標

新規

不登校児童生
徒が、学校内
外の機関等で
の相談・指導
等を受けた割
合

不登校児童生徒の将来の社
会的自立を支援する視点か
ら、欠席が続く児童生徒
が、学校内外の関係機関と
のつながりを持つことが大
切であることから選定しま
した。

不登校児童生徒のうち長期
間にわたって欠席している
児童生徒全員が、学校内外
の機関等での相談・指導等
を受けている状態をめざ
し、目標値を設定しまし
た。

小学生
74.1%

中学生
68.1%

高校生
50.7%

（30年度）

小学生
89.1%

中学生
88.1%

高校生
60.7%

224
副
指
標

新規

学校安全ボラ
ンティアの中
心 と な る ス
ク ー ル ガ ー
ド・リーダー
の登録者数

学校・地域が一体となっ
て、子どもたちの防犯意識
を高めるとともに、登下校
時に子どもたちが事故や犯
罪に巻き込まれるのを防ぐ
見守り活動をより効果的に
実施していくためには、ス
クールガード・リーダーを
中心とした学校安全ボラン
ティアの充実が重要である
ことから選定しました。

児童生徒の登下校時の安全
確保は喫緊の課題であり、
令和元年度現在、公立小学
校においては、約２万人の
学校安全ボランティア（ス
クールガード）が登録され
ています。学校安全ボラン
ティア（スクールガード）
の指導役である警察官ＯＢ
等をスクールガード・リー
ダーとして県が育成し、そ
の専門性を高めながら、令
和５年度には各市町に1人
ずつ配置することをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

5人 29人
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

225
主
指
標

継続

コ ミ ュ ニ
ティ・スクー
ルに取り組ん
でいる小中学
校の割合

コミュニティ・スクールを
導入している公立小中学校
等の割合を示すことで、県
内の学校と地域が連携・協
働した教育活動の推進状況
を的確にあらわすことから
選定しました。

複雑化・多様化する学校の
課題や子どもたちを取り巻
く環境に対応するため、学
校と地域の連携・協働がま
すます重要になっているこ
とから、コミュニティ・ス
クールが小中学校の標準的
な取組として定着すること
をめざし、目標値を設定し
ました。

36.3% 50.0%

225
副
指
標

変更

授 業 で 主 体
的・対話的に
学習に取り組
んでいると感
じる子どもた
ちの割合

「主体的・対話的で深い学
び」の視点に立った授業改
善が進むよう研修を実施す
ることで、教職員の授業力
が向上し、子どもたちが主
体的・対話的に学習に取り
組むことができると考えら
れることから選定しまし
た。

これからの学校では、子ど
もたちが主体的・対話的に
学ぶ授業が求められている
ことから、小中学生は現状
をふまえ、授業実践研修等
を通じて教員の授業力の向
上を図るとともに、カリ
キュラム・マネジメントに
関する研修を実施し教育活
動の質の向上を図ること
で、４年間で５ポイントの
増加をめざし、目標値を設
定しました。
高校生も同様に、４年間で
５ポイントの増加をめざ
し、目標値を設定しまし
た。

小学生
主体的
77.5%
対話的
73.4%

中学生
主体的
77.6%
対話的
74.2%

高校生
主体的

・対話的
73.5%

小学生
主体的
82.5%
対話的
78.4%

中学生
主体的
82.6%
対話的
79.2%

高校生
主体的

・対話的
78.5%

225
副
指
標

新規

地域や産業界
等と連携し、
学 校 の 特 色
化・魅力化に
取り組んでい
る県立高等学
校の数

学校のみでの学びだけでな
く、地域と連携した高等学
校の活性化の取組を進める
ことが重要であることから
選定しました。

課題解決に向けた学びに取
り組むことに加え、地域や
産業界とともに学校を活性
化することは重要であるこ
とから、全ての県立高等学
校で実施することをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

35校 56校

225
副
指
標

変更

新たな時代の
要請に応えた
私立学校にお
ける特色ある
教育・学校運
営の取組数

私立学校が、新たな時代の
要請に応えて、建学の精神
に基づく個性豊かで多様な
教育や健全な学校運営に取
り組むことが重要であるこ
とから選定しました。

若者の県内定着につながる
キャリア教育を全ての全日
制高等学校で実施するな
ど、特色ある教育・学校運
営の取組数が平成30年度実
績から40件増えることをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

66件
（30年度）

106件
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

226
主
指
標

新規

県内高等教育
機関入学者の
県内からの入
学 者 の 割 合
（ 県 内 入 学
率）

若者が県内で就職し活躍す
るためには、まず県内高等
教育機関への県内入学者の
割合を高めることが重要で
あることから選定しまし
た。

三重で学び、働き、住み活
躍する若者を増やしていく
ため、今後の入学者に関し
て、高等教育機関の個別の
状況を把握・確認した上
で、今後も実施する高等教
育機関の魅力向上の取組等
を一層進め、若者の転出超
過の抑制に寄与することを
めざして、平成30年度（現
状値：平成31年４月の県内
入学率）の実績から、毎年
１％ずつ、合計約５％の増
加を見込み、令和５年度の
目標値（令和６年４月の県
内入学率）を63.0％と設定
しました。

58.1%
（30年度）

63.0%

226
副
指
標

継続

県内高等教育
機関卒業生の
県内就職者の
割合（県内就
職率）

県内で学び、働きたいとい
う希望を持つ若者の希望を
かなえることが非常に重要
であることから選定しまし
た。

三重で学び、働き、住み活
躍する若者を増やしていく
ため、今後の卒業者に関し
て、高等教育機関の個別の
状況を把握・確認した上
で、今後も実施する高等教
育機関の県内就職促進の取
組等を一層進め、若者の転
出超過の抑制に寄与するこ
とをめざして、平成30年度
（現状値：平成31年３月卒
業者の県内就職率）の実績
から、毎年１％ずつ、合計
約５％の増加を見込み、令
和５年度の目標値（令和６
年３月卒業者の県内就職
率）を54.0％と設定しまし
た。

48.9%
（30年度）

54.0%

226
副
指
標

新規

県内高等教育
機関と取り組
む産学官連携
の 件 数 （ 累
計）

県内高等教育機関卒業生の
県内就職者の割合を高める
ためには、県内高等教育機
関相互の連携や産学官連携
が進められ、調査研究等が
盛んに行われることによ
り、若者から選ばれるしご
との創出や働く場の魅力向
上につなげることが重要で
あることから選定しまし
た。

若者から選ばれるしごとの
創出や働く場の魅力向上な
どを促進し、高等教育機関
の魅力を向上するため、
「みえ地方創生多分野産学
官連携推進協議会」や「高
等教育コンソーシアムみ
え」等のネットワークを活
用するなどして推進した産
学官連携の取組件数（平成
29～30年度の年平均30件程
度）をふまえ、平成30年度
から毎年５件程度増加する
ことをめざし、令和５年度
の目標値を累計190件に設
定しました。

- 190件
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目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】
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番号

区
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目標項目 選定理由

227
主
指
標

変更

参加した文化
活動、生涯学
習に対する満
足度

県民の皆さんが多様な文化
にふれ親しんだり、学びの
機会を得ることで、心の豊
かさや生きがいを実感でき
たかどうかを測る必要があ
ることから選定しました。

県民の皆さんに魅力ある文
化にふれる機会や学びの機
会などを提供していくた
め、参加した文化活動、生
涯学習に対する満足度につ
いて、過去最高値を見込ん
だ令和元年度を現状値と
し、令和５年度までに４％
の上昇をめざし、目標値を
設定しました。

73.7%
（見込）

77.7%

227
副
指
標

変更
県立文化施設
の利用者数

文化にふれ親しみ、創造す
る機会を充実させるために
は、県立文化施設が、県民
の皆さんに魅力ある文化に
ふれる機会を提供できたか
どうかを測る必要があるこ
とから選定しました。

県立文化施設の利用者数に
ついては、近隣文化ホール
の改修工事に伴う休館によ
る増加要因を除く、過去４
年間の平均値152.0万人を
現状値とし、令和５年度ま
でに 0.8％の増加をめざ
し、目標値を設定しまし
た。

152.0万人
（見込)

153.2万人

227
副
指
標

新規

新たな文化財
保存活用地域
計画のもと、
地域社会が一
体となって保
存・活用・継
承に取り組む
国・県指定等
文化財数

地域社会総がかりで文化財
が適切に保存・活用・継承
がなされるためには、市町
が策定する文化財保存活用
地域計画に位置づけられる
ことが重要であり、この計
画に位置づけられる文化財
の数は、文化財の保存・活
用・継承への方向性が示さ
れた指標として最も適して
いると考えられることから
選定しました。

地域社会総がかりでの文化
財の適切な保存・活用・継
承のため、着実に文化財保
存活用地域計画の策定を進
め、対象となる文化財を４
年間で160件とすることを
めざし、目標値を設定しま
した。

0件 160件

227
副
指
標

新規

公民館等の社
会教育活動と
して、地域課
題の解決に向
け た 取 組 を
行っている市
町数

社会教育の役割として、地
域課題の解決に向けて、人
づくりの取組（講座やワー
クショップ等の学習機会の
提供）を行うことが重要で
あることから、選定しまし
た。

全ての市町の公民館等にお
いて、地域課題の解決に向
けた取組が行われることを
めざし、目標値を設定しま
した。 11市町

（30年度）
29市町

231
主
指
標

新規

男性の育児休
業取得率
(育児休業制
度を利用した
従業員の割合
(県、男性))

男性の育児休業の取得は、
少子化対策に資するもので
あり、男性従業員が育児休
業制度を利用することは、
制度の充実や意識改革等に
より少子化対策に向けた環
境づくりが進んでいると総
合的に判断できることから
選定しました。

国が掲げている「第３次少
子化社会対策大綱」におけ
る数値目標である「男性の
育児休業取得率13％」を、
「第二期子どもスマイルプ
ラン」の最終年度（令和６
年度）の目標値とし、目標
達成に向け年1.7ポイント
の上昇をめざし、目標値を
設定しました。

4.4%
（30年度）

11.2%
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

231
副
指
標

新規

「みえの子ど
も 応 援 プ ロ
ジェクト」に
参 加 し た 企
業 ・ 団 体 数
（累計）

県内企業・団体による次世
代育成のための活動が進む
ことで、地域において子ど
もたちの豊かな育ちを支え
る気運が醸成されるととも
に、企業・団体自身の風土
改革にもつながることから
選定しました。

みえ次世代育成応援ネット
ワーク加盟の企業・団体
（約1,570）のうち、少な
くとも１割以上が「みえの
子ども応援プロジェクト」
に参加することをめざし、
目標値を設定しました。

-
160

企業・団体

231
副
指
標

新規

県が関わって
実施した「み
えの親スマイ
ルワーク」の
実施市町数

保護者同士で話し合いつな
がり合う「みえの親スマイ
ルワーク」が広く県内で実
施されることにより、他の
人とつながりながら子育て
できる保護者が増えること
から選定しました。

県内全ての市町において
「みえの親スマイルワー
ク」の取組が広がることを
めざし、目標値を設定しま
した。

4市町 29市町

231
副
指
標

変更

「みえの育児
男子プロジェ
クト」に参加
した企業・団
体数

男性の育児への参画を進め
るためには、職場や地域に
おいて、男性の育児参画が
重要であるという考え方
を、企業や団体に広げる必
要があることから選定しま
した。

令和元年度に策定する「第
二期子どもスマイルプラ
ン」の最終年度（令和６年
度）に現状値を倍増させる
ことをめざし、目標値を設
定しました。

100
企業・団体
（30年度）

180
企業・団体

232
主
指
標

新規

母子保健コー
ディネーター
養 成 数 （ 累
計）

子育て支援センターへの母
子保健コーディネーターの
配置が進み、より充実した
支援が行われるためには、
県が母子保健コーディネー
ターを養成する必要がある
ことから選定しました。

市町において母子保健を担
当している保健師が母子保
健コーディネーターとして
従事可能な状態となるよう
年約30人ずつ養成し、令和
５年度までに270人養成す
ることをめざし、目標値を
設定しました。

132人
（30年度）

270人

232
副
指
標

変更

出会い支援の
取組について
連 携 し た 企
業・団体数

結婚や妊娠・出産、子育て
に関するニーズにマッチし
た多様な出会いの場を提供
するためには、複数の団体
等が連携することが有効で
あることから選定しまし
た。

みえ出逢いサポートセン
ターにおける出会いの場の
情報提供数の過去３年の平
均伸び率（128％）と同等
の伸び率を維持することを
めざし、目標値を設定しま
した。

24
企業・団体
（30年度）

64
企業・団体
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

232
副
指
標

新規

不妊治療に職
場の理解があ
ると感じてい
る人の割合

働きながら不妊治療を受け
ている方は増加しています
が、不妊治療に対する支援
制度のある企業は少なく、
企業が不妊治療への理解を
深めていくことで、治療を
受けやすい環境づくりの推
進につながることから選定
しました。

不妊治療と仕事の両立に関
するアンケート調査結果で
は、職場の理解があると感
じている人の割合は48.6％
であった一方、治療につい
て職場に話している人の割
合は約60％でした。
職場に話している人が職場
の理解があると感じてもら
える状態をめざし、目標値
を設定しました。

48.6% 60.0%

232
副
指
標

継続

産婦健診・産
後ケアを実施
している市町
数

産後うつや虐待の予防の観
点から、産後の初期段階に
おける母子に対する支援の
強化が重要であることから
選定しました。

妊娠期から子育て期まで切
れ目ない親子支援を充実さ
せるため、県内全ての市町
で産婦健診・産後ケアが実
施されることをめざし、目
標値を設定しました。

19市町 29市町

233
主
指
標

継続
保育所等の待
機児童数

育児休業取得率の上昇な
ど、働き続けやすい環境整
備が進む一方で、保育所等
への入所希望が増え、待機
児童が発生しており、解消
に向け取り組んでいく必要
があることから選定しまし
た。

平成29年６月に国が発表し
た「子育て安心プラン」で
は、令和３年４月１日時点
で待機児童を解消し、その
後も０人を継続する計画と
なっています。
現在公表されている県内市
町の同プラン実施計画も同
様となっているため、県と
しても待機児童解消をめざ
し、目標値を設定しまし
た。

109人
（30年度）

0人

233
副
指
標

新規

保育士等キャ
リアアップ研
修の修了者数
（累計）

当該研修の受講は、保育士
等の処遇改善の仕組みにお
ける要件となっており、計
画的に修了者を増やすこと
で、賃金上昇および離職防
止を図ることができ、人材
確保の観点から主指標であ
る待機児童の解消につなが
るものであり、さらに、保
育士等の資質向上が図ら
れ、幼児教育・保育全体の
充実にもつながることから
選定しました。

処遇改善の受講要件にかか
る経過措置期間が令和３年
度末であり、それまでに研
修を受講すべき保育士等を
延べ人数で約8,000人と想
定し、目標としました。そ
のうえで、令４、５年度に
ついては、新たに処遇改善
を受ける条件を満たす保育
士や新規採用保育士等を約
1,500人と見込み、その
方々が研修を受講できるこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

2,066人
（30年度）

11,000人

233
副
指
標

継続
放課後児童ク
ラブの待機児
童数

核家族化や就学前の保育
ニーズの増加など、子ども
たちを取り巻く環境の変化
に伴い放課後児童クラブの
利用希望が増え、待機児童
が発生しており、その解消
に向けた取組を強化してい
く必要があることから選定
しました。

平成30年９月に国が発表し
た「新・放課後子ども総合
プラン」では、「令和３年
度末までに約25万人分を整
備し、待機児童の解消を図
る」としているため、本県
としても０となることをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

55人 0人
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

233
副
指
標

新規

子どもの貧困
対策計画を策
定している市
町数

子どもの貧困対策に関する
法律が改正され、市町の計
画策定が努力義務となった
ため、各市町が計画を策定
し、取組を進めることで県
全体の貧困対策の底上げや
取組の質の担保がされるこ
とが期待できることから選
定しました。

令和元年度に策定する「第
二期三重県子どもの貧困対
策計画」の計画期間である
令和２年度～６年度の５年
間で、全ての市町において
計画が策定等され、子ども
の貧困対策の取組が進めら
れていることをめざし、目
標値を設定しました。

２市
（30年度） 22市町

233
副
指
標

継続

「ＣＬＭと個
別 の 指 導 計
画」を導入し
て い る 保 育
所・幼稚園等
の割合

発達支援が必要な児童を就
学前に早期発見・支援する
ためには、保育所や幼稚園
等で適切な支援が行われる
ことが必要であり、支援
ツールとして県が開発した
「ＣＬＭと個別の指導計
画」の活用を促進するため
選定しました。

各保育所、幼稚園等の導入
率について、全体で67.5％
（公立80％、私立50％）と
なることをめざし、目標値
を設定しました。 53.8%

（30年度）
67.5%

241
主
指
標

継続
国民体育大会
の男女総合成
績

令和３年に本県で開催する
三重とこわか国体におい
て、天皇杯・皇后杯の獲得
をめざすとともに、大会終
了後も安定した競技力を確
保する観点から、選定しま
した。

令和３年の三重とこわか国
体の後も安定した競技力を
確保する観点から、目標値
を設定しました。
なお、三重とこわか国体が
開催される令和３年度は、
１位をめざします。

14位 10位台

241
副
指
標

継続
全国大会の入
賞数

ジュニア・少年選手から成
年選手まで幅広い年齢層に
おける本県の競技力向上対
策の取組の成果があらわれ
ることから選定しました。

令和３年の三重とこわか国
体の後も、幅広い年齢層に
おいて安定した競技力を確
保する観点から、目標値を
設定しました。

162 150

241
副
指
標

新規

とこわか運動
（県民運動）
の取組数（累
計）

三重とこわか国体・三重と
こわか大会の開催にあた
り、県民力を結集して「す
る」「みる」「支える」と
いったさまざまな取組が必
要となり、幅広い県民の皆
さんに自発的に協力してい
ただく観点から選定しまし
た。

令和３年の両大会の開催に
向けて、伊勢志摩サミット
開催時の県民の皆さんの自
発的な取組のレガシーを生
かし、サミットの応援事業
（843取組）を上回ること
をめざし、目標値を設定し
ました。

130取組
（30年度）

1,000取組

241
副
指
標

継続
県営スポーツ
施設年間利用
者数

県営スポーツ施設の年間利
用者数は、スポーツ施設の
整備や施設管理に適切に取
り組んだことによる効果を
示すことから選定しまし
た。

平成29（2017）年から令和
３（2021）年までの「みえ
のスポーツイヤー」には、
大規模大会の開催により利
用者の大幅な増加が見込ま
れます。そのため、令和３
年度までの目標値は、各ス
ポーツ施設の平成30年度実
績のうち、大規模大会によ
る増加分を除いた数値を毎
年度1.5％ずつ増加させる
とともに、大規模大会開催
による増加見込み数を加え
た数値としました。令和４
年度以降の目標値は、大規
模大会の開催によりスポー
ツへの関心が高まることを
ふまえて、２％ずつ増加さ
せることをめざし、設定し
ました。

1,181,289
人

（30年度）

1,065,200
人
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

242
主
指
標

継続

成人の週１回
以上の運動・
スポーツ実施
率

県民の皆さんがスポーツを
「する」「みる」「支え
る」ための機運を醸成する
ためには、まず自ら運動を
始めることが重要であると
考え、スポーツを「する」
人の拡大をめざし、選定し
ました。

スポーツを「する」人の割
合が３人に２人を上回れ
ば、スポーツに参画する人
がさらに拡大していくと考
えられることから、三重と
こわか国体・三重とこわか
大会が開催される令和３年
度には65％をめざし、両大
会後はさらに毎年度３％増
加させることをめざし、目
標値を設定しました。

52.8%
（30年度）

71.0%

242
副
指
標

新規
県内スポーツ
大会等への参
加者数

地域のスポーツ活動が活性
化し、県民の皆さんのス
ポーツへの関心が高まるこ
とによって、スポーツ大会
やスポーツイベントへの参
加者数が増加することが期
待できることから選定しま
した。

県内のスポーツ大会・ス
ポーツイベントへの参加者
が、令和元年度の実績見込
みである197,000人から、
約10％増加することをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

194,938人
（30年度）

218,000人

242
副
指
標

新規

県が主催する
障 が い 者 ス
ポーツ大会等
への参加者数

より多くの障がいのある人
がスポーツや運動に親しむ
ことができるよう、障がい
者スポーツや運動を「す
る」「みる」「支える」裾
野を拡大する必要があるこ
とから選定しました。

障がい者スポーツや運動を
「する」「みる」「支え
る」県民の皆さんの維持・
拡大に努め、５年間で250
人程度増加させることをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

3,800人
（30年度）

4,050人

251
主
指
標

新規
南部地域にお
ける若者の定
住率

南部地域においては、若者
の人口流出が大きな課題で
あることから、若者の定住
状況をあらわすため、選定
しました。

南部地域の若者の定住率は
逓減傾向にあり、このまま
推移すると仮定した場合、
令和５年度における若者の
定住率は現状値から9.5％
下がった46.1％となり50％
を下回ります。そのため、
令和５年度における若者の
定住率を50.0％にとどめる
ことをめざし、目標値を設
定しました。

55.6%
（30年度）

50.0%

251
副
指
標

新規

県の取組を通
じて、暮らし
の改善や仕事
の創出に結び
つ い た 件 数
（累計）

若者の転出抑制やＵターン
者数の増加には、地域にお
ける生活サービスの充実や
若者の働く場の確保が必要
であることから選定しまし
た。

南部地域の全ての市町で２
件以上の取組が行われるこ
とをめざし、目標値を設定
しました。 - 30件

251
副
指
標

変更

県および市町
の施策を利用
した県外から
南部地域への
移住者数（累
計）

暮らしたくなる地域として
南部地域に魅力を感じ、実
際に移り住んだ人の数をあ
らわすため、選定しまし
た。

平成30年度までの４年間に
おける南部地域への移住者
が約500人であったことや
これまでの傾向をふまえ、
令和５年度までに約850人
増加させることをめざし、
目標値を設定しました。

504人
（30年度）

1,350人

252
主
指
標

継続
東紀州地域に
おける観光消
費額の伸び率

地域特性を生かした集客交
流の実績と地域経済への影
響をあらわすため、選定し
ました。

令和元年度に策定する「三
重県観光振興基本計画」
（令和２年度～５年度）を
ふまえ、東紀州地域におけ
る観光消費額もおおむね同
様の伸び率を確保すること
をめざして、平成30年から
12％以上増やし、112以上
を目標値として設定しまし
た。

100
（30年）

112
以上
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・
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【令和元】

目標値
【令和５】
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区
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目標項目 選定理由

252
副
指
標

継続
熊野古道の来
訪者数

地域資源の核である世界遺
産熊野古道を生かした集客
交流の実績をあらわすた
め、選定しました。

地域のさまざまな主体と連
携して、国内外から熊野古
道伊勢路への来訪を促進す
ることにより、過去最高の
429千人を上回ることをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

331千人
（30年）

430千人

252
副
指
標

新規

東紀州地域の
事業者等が商
品やサービス
の改良、業務
拡大に取り組
んだ件数

東紀州地域の経済の活性化
を図るためには、事業者等
が商機拡大等の機会を得る
だけでなく、その機会を生
かし、商品やサービスの改
良、業務拡大の取組につな
げることが重要であること
から選定しました。

セミナー、商談会等に参加
する事業者数を増やすとと
もに、令和５年度には、全
ての参加事業者等におい
て、商品やサービスの改
良、業務拡大の取組がなさ
れることをめざし、目標値
を設定しました。

83件
（30年度）

160件

253
主
指
標

新規

農山漁村の活
性化につなが
る新たな取組
数（累計）

地域資源を生かしたビジネ
スや自然体験などの活動を
より一層進め、農山漁村地
域への定住や交流人口の増
加につなげる取組を進めま
す。このため、農山漁村地
域に「住み続けたい」ある
いは「訪れたい」と感じら
れるような取組を進めるに
あたり、その成果を的確に
評価するため、選定しまし
た。

農山漁村地域における豊か
な地域資源を生かした取組
は、地域の活性化につなが
ることから、毎年新たな取
組を着実に増加させ、４年
間で合計70の取組をめざ
し、目標値を設定しまし
た。 － 70取組

253
副
指
標

継続

多面的機能維
持・発揮のた
めの地域活動
を行う農業集
落率

多面的機能の維持・発揮を
図るため、それぞれの地域
が共同作業で実施する地域
資源の維持保全活動が将来
にわたって継続的に実施さ
れる必要があることから、
地域の共同活動の広がりを
把握するため、選定しまし
た。

多面的機能維持・発揮のた
めの地域活動を行う農業集
落率は、毎年25集落増加さ
せることで、現状値から
4.8％増をめざし、目標値
を設定しました。 53.7% 58.5%

253
副
指
標

継続

ため池および
排水機場の整
備により被害
が未然に防止
される面積

安心・安全な農村づくりを
進めるため、発生が危惧さ
れる南海トラフ地震や近年
激化する集中豪雨等に備
え、農業用施設の防災対策
を行い、被害防止を図る必
要があることから選定しま
した。

下流被害の大きいため池や
排水機場等を計画的に整備
することにより、被害が未
然に防止される面積を、現
状値から約1,020ha増やす
ことをめざし、目標値を設
定しました。

3,357ha 4,376ha

254
主
指
標

変更

県および市町
の施策を利用
した県外から
の 移 住 者 数
（累計）

県内への移住促進施策の効
果をあらわすため、選定し
ました。

平成30年度までの４年間に
おける県および市町の施策
を利用した県外からの移住
者が1,022人であったこと
をふまえ、令和５年度まで
にその２倍となる約2,000
人増やすことをめざし、目
標値を設定しました。

1,022人
（30年度）

3,070人
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新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

施策
番号

区
分

目標項目 選定理由

254
副
指
標

継続 移住相談件数

三重県や県内市町に興味を
持っていただいたり、移住
先候補の一つとして選んで
いただいたことをあらわす
ため、選定しました。

平成 30年度実績（ 1,414
件）から毎年度40件程度増
やすことをめざし、目標値
を設定しました。 1,414件

（30年度）
1,600件

254
副
指
標

新規
移住支援事業
による移住就
業者数

移住相談の多い東京圏から
の移住者の増加を図るた
め、移住支援事業は、注力
する取組の一つであること
から選定しました。

平成30年度に東京圏から県
内企業に就職した移住者が
29人であったことをふま
え、移住就業者をその２倍
となる60人とすることをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

－ 60人

255
主
指
標

継続

県と市町の連
携により地域
づくりに成果
があった取組
数（累計）

県と市町が持続性ある地域
づくりを推進するため、
「県と市町の地域づくり連
携・協働協議会」の検討会
議において、全県的な共通
課題およびそれぞれの地域
が抱える固有課題の解決に
取り組んだ結果、成果が
あった取組数を目標とする
ことで、県と市町が連携し
た地域の活性化をめざす当
施策の効果をあらわすこと
から選定しました。

「県と市町の地域づくり連
携・協働協議会」における
全県会議の検討会議ならび
に各地域防災総合事務所お
よび各地域活性化局（９か
所）別に設置する地域会議
の検討会議で、それぞれ毎
年度２項目の成果を得るこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

19取組
（30年度）

120取組

255
副
指
標

新規

行財政運営の
維持・向上に
向けて行う市
町と県の研修
会等の回数

地域の実情に応じた適切な
行政サービスを提供するた
めには、県と市町が緊密な
連携を進める必要があるた
め、県の持つ専門性を生か
した市町との研修会等を開
催することで、課題解決に
向けた支援を行うととも
に、パートナーシップの構
築や相互理解にもつながる
ことから選定しました。

市町の意向や国の動向、法
令改正などをふまえた研修
会等を毎年度行うことをめ
ざし、これまで継続的に研
修しているテーマや、トレ
ンドから今後の行財政運営
に影響が考えられるテーマ
等を想定し、目標値を設定
しました。

11回
（30年度）

12回

255
副
指
標

新規
木曽岬干拓地
の利用率

木曽岬干拓地、大仏山地域
等の活性化のためには、そ
れぞれの利用計画などに基
づき、土地等の利活用を進
める必要があります。木曽
岬干拓地の都市的土地利用
区域については、企業への
分譲を進める必要があるこ
とから選定しました。

県内公的工業団地の分譲傾
向をふまえ、木曽岬干拓地
の都市的土地利用区域
（32.5ha）において、13ha
の分譲を進めることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

23.7% 40.0%

255
副
指
標

新規

過疎・離島・
半島地域で県
との連携によ
り実施する地
域活性化に資
する事業数

過疎・離島・半島地域の活
性化をより一層進めるため
には、市町の事業検討段階
から県が支援する等連携
し、国の制度を活用して、
効果的に取り組むことが必
要であるため、選定しまし
た。

採択事業件数を、毎年度１
事業ずつ増加させ、現状よ
り50％増やすことをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

10事業
（30年度）

15事業
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311
主
指
標

新規

「みえフード
イノベーショ
ン」や新たな
ブランド認定
から生み出さ
れる県内事業
者の商品等の
売 上 額 （ 累
計）

持続可能なもうかる農林水
産業の実現に向けて、多様
なイノベーションの促進と
ブランド力の向上を図り、
生み出された商品等の販売
額を増やすことが重要であ
ることから選定しました。

みえフードイノベーション
プロジェクトから生み出さ
れた県内事業者の商品等の
売上額および新たに三重ブ
ランドに認定された事業者
の商品等の売上額の合計値
（累計）を26億円増やすこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

４億円 30億円

311
副
指
標

新規

企業等と連携
したスマート
農林水産業の
実 践 数 （ 累
計）

農林水産物の効率的な生産
や品質向上を図るととも
に、これらを活用した競争
力の高い商品・サービスの
開発などを加速させる必要
があることから選定しまし
た。

第二次行動計画期間中の実
績である10件をベースに、
「試すステージ」である令
和２・３年度は15件増をめ
ざし、また、国がスマート
農林水産業の本格的な現場
実装をめざす令和４年度以
降は、「導入するステー
ジ」であることから、20件
増をめざし、令和５年度ま
での４年間で累計80件の実
装を目標値として設定しま
した。

10件 80件

311
副
指
標

新規

県産農林水産
物のブランド
力向上に取り
組む事業者数
（累計）

県産農林水産物のブランド
力の向上を図り、その魅力
を消費者やバイヤー等に伝
える必要があることから選
定しました。

面的な広がりでブランド化
を進め、地域全体のブラン
ド力向上をめざすため、４
年間で各地域６者程度（計
50者）の創出をめざし、目
標値を設定しました。

７者 57者

311
副
指
標

新規

農林水産業の
国際認証等を
活用した新た
なマッチング
による取引件
数（累計）

農林水産業の国際認証等
（ＧＡＰ、ＦＳＣ認証、水
産エコラベル等）の取得に
向けた取組を加速させると
ともに、認証を取得した農
林水産物の供給体制やプロ
モーションの強化を図り、
販路開拓・拡大を進めるこ
とが必要であることから選
定しました。

国際認証等を活用した取引
件数を、現状値から75件増
加させ、85件まで高めるこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

10件 85件

312
主
指
標

継続 農業産出等額

食料の安定供給とともに、
「持続可能なもうかる農
業」の展開を本格化させる
ことを通じ、農業所得を確
保していくことが重要であ
ることから選定しました。

農産物単価や経営所得安定
対策等による支援措置を現
状の水準と想定した上で、
各農産物の生産見通しや、
ＴＰＰ11や日欧ＥＰＡ、日
米貿易協定による影響を考
慮し、４年間で17億円増や
すことをめざし、目標値を
設定しました。

1,205億円
（30年）

1,222億円
(４年)

312
副
指
標

継続

米、小麦、大
豆 の 自 給 率
（ カ ロ リ ー
ベース）

県民の皆さんに食料を安定
的に供給していくために
は、米、麦、大豆の生産力
を維持していくことが重要
であることから選定しまし
た。

県民の皆さんに米、麦、大
豆を安定的に供給していく
ためには、生産力を維持し
ていくことが必要であるこ
とから、自給率80％を目標
値として設定しました。

78.0%
（30年度）

80.0%
(４年度)

施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

Ⅲ 拓く ～強みを生かした経済の躍動を実感できるために～
ひら
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

312
副
指
標

新規

認定農業者の
うち、他産業
従事者と同程
度の所得を確
保している者
の割合

「持続可能なもうかる農
業」の実現に向け、一定の
所得を得られる経営体を育
成・確保する必要があるこ
とから選定しました。

他産業従事者と同程度の所
得を確保している者の割合
を40％程度確保・育成する
必要があることから、目標
値を設定しました。

34.3%
（30年）

40.0%

312
副
指
標

継続

基盤整備を契
機とした農地
の担い手への
集積率

三重県農業を持続的に発展
させていくためには、担い
手への農地集積を円滑に進
めることが重要であること
から選定しました。

「三重県食を担う農業及び
農村の活性化に関する基本
計画」の見直しに向けて整
理した67地区における基盤
整備計画や各地区の集積目
標等をふまえて、目標値を
設定しました。

43.0% 55.2%

313
主
指
標

変更
県産材素材生
産量

林業が活性化し、緑の循環
（木を植え、育て、収穫
し、また植えること）に
よって森林づくりが進んで
いることをあらわすため選
定しました。

製材、合板等の部門ごとの
需要予測をふまえつつ、令
和10年度の県産材素材生産
量を現状の1.3倍にすること
を定めた「三重の森林づく
り基本計画2019」の目標を
達成するため、令和５年度
に必要な素材生産量を算定
し、目標値に設定しまし
た。

395千㎥
（30年度）

415千㎥

313
副
指
標

新規
公益的機能増
進森林整備面
積（累計）

公的な主体により森林を適
正に管理することは、県土
の保全や暮らしの安全・安
心につながるものであり、
森林の公益的機能の発揮を
あらわすため選定しまし
た。

環境林を中心に、人工林
（スギ、ヒノキ）の材令構
成等をふまえ、森林の有す
る公益的機能を発揮するた
めに必要な森林整備量を定
めた「三重の森林づくり基
本計画2019」の目標と整合
を図るため、令和元年度か
らの累計として目標値を設
定しました。

1,476ha
（30年度）

11,650ha

313
副
指
標

新規
林業人材育成
人数（累計）

「みえ森林・林業アカデ
ミー」では、新たな視点や
多様な経営感覚で森林の利
活用やビジネスを開拓でき
る人材を育成することとし
ており、林業人材の質的向
上をあらわすため選定しま
した。

「みえ森林・林業アカデ
ミー」の育成コースなどの
研修等受講者数をもとに定
めた「三重の森林づくり基
本計画2019」の令和10年度
の林業人材育成人数目標を
達成するため、令和５年度
に必要な育成人数（累計）
を目標値として設定しまし
た。

54人
（30年度）

320人

313
副
指
標

新規

地域に密着し
た森林環境教
育・木育指導
者数

地域に密着した森林環境教
育・木育活動を展開し、
「みんなで支える森林づく
り」を進めるためには、指
導者を育成していく必要が
あることから選定しまし
た。

小学校区に１人に相当する
規模と定めた「三重の森林
づくり基本計画2019」の令
和10年度の目標設定の考え
方に基づき、令和５年度に
必要な指導者数を目標値と
して設定しました。

85人
（30年度）

200人

314
主
指
標

新規 漁業産出額

「持続可能なもうかる水産
業」に向けた取組を展開し
ていくことを通じ、漁業産
出額を増加させることが重
要であることから選定しま
した。

海面漁業（養殖を含む）産
出額を、現状値から4.9％増
加させることをめざし、目
標値を設定しました。

50,654
百万円

（29年）

53,147
百万円

（４年）
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

314
副
指
標

新規

「浜の活力再
生プラン」策
定地区におけ
る漁業所得の
増加率

「持続可能なもうかる水産
業」の実現に向け、漁業所
得を増加させる必要がある
ことから、「浜の活力再生
プラン」策定地区における
漁業所得の増加率を把握す
るため、選定しました。

各地区が策定・実践する
「浜の活力再生プラン」に
おいて、現状を100とし、全
ての地区の平均所得を４年
間で８％向上させることを
めざし、目標値を設定しま
した。

100
（30年度）

108
（４年度）

314
副
指
標

新規

沿岸水産資源
の資源評価対
象種の漁獲量
に占める割合

沿岸水産資源の適切な管理
に向け、科学的知見をふま
えた資源管理を実施してい
くことが重要であることか
ら選定しました。

資源評価対象種の漁獲量を
過去３年間の平均値に回復
させることで、資源評価対
象種の漁獲量割合を32％増
加させ、58％に高めること
をめざし、目標値を設定し
ました。

26.0%
（29年）

58.0%
（４年）

314
副
指
標

新規

拠点漁港にお
ける耐震・耐
津波対策を実
施した施設の
整備延長（累
計）

防災・減災対策として、県
管理の生産・流通拠点漁港
における耐震・耐津波対策
を実施する施設の整備状況
を的確に把握する必要があ
るため、選定しました。

優先的に取り組む必要があ
る県管理の生産・流通拠点
漁港の設備の耐震・耐津波
対策整備について、整備延
長の累計を716ｍとすること
をめざし、目標値を設定し
ました。

493m
（30年度）

716m

321
主
指
標

変更

三重県版経営
向上計画の認
定を受けた中
小企業・小規
模 企 業 の う
ち、収益等が
向上または維
持した企業の
割合

三重県版経営向上計画は、
三重県中小企業・小規模企
業振興条例に基づき、県内
企業の経営力向上をめざし
て行う主要な取組であり、
認定を受けて経営力向上に
取り組んだ企業が営業利益
を確保することが、本県経
済の持続的発展につながる
ことから選定しました。

現状値（66.8％）から毎年
１％ずつ向上させ、令和５
年度に大企業並みの71.0％
に到達することをめざし、
目標値を設定しました。

66.8%
（30年度）

71.0%

321
副
指
標

継続

三重県版経営
向上計画や経
営革新計画の
認定を受けた
件数（累計）

三重県中小企業・小規模企
業振興条例の推進を図るた
めには、中小企業・小規模
企業が主体的に経営向上に
係る取組を進めることがで
きるよう支援することが重
要であることから選定しま
した。

平成26～30年度までの５年
間の平均実績（356件（三重
県版経営向上計画328件、経
営革新計画28件））や支援
スタッフ数、さらに今後は
フォローアップにより重点
を置くことを勘案した上
で、毎年380件ずつ増やすこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

2,579件
（30年度）

4,455件

321
副
指
標

新規

事業承継計画
の作成件数お
よび特例承継
計画の確認件
数の合計（累
計）

後継者難による廃業を食い
止めるためには、経営者が
事業承継の課題に気づき、
具体的な準備を始める必要
があることから選定しまし
た。

これまでの事業承継計画等
の策定数（年間63件程度）
に加え、税制面での特例措
置（ H30法人版、 H31個人
版）が創設されたことをふ
まえ、毎年100件（事業承継
計画の作成70件、特例承継
計画の確認30件）ずつ増や
すことをめざし、目標値を
設定しました。

- 400件
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

321
副
指
標

新規

県 内 中 小 企
業・小規模企
業におけるＢ
ＣＰ等の策定
件数（累計）

中小企業・小規模企業が自
然災害等に備えて、人命の
安全確保や、発災時の混乱
回避、中核となる事業の継
続あるいは早期復旧にしっ
かりと取り組む必要がある
ことから選定しました。

これまで約10年間の策定件
数2,500件（推計）をふま
え、今後市町および商工団
体と連携し、策定を加速す
ることで、令和５年度まで
に新たに累計2,500件の策定
をめざし、目標値を設定し
ました。

- 2,500件

322
主
指
標

新規

県内ものづく
り企業の新た
な製品開発や
事業化等につ
ながった件数
（累計）

県内ものづくり産業の高付
加価値化や競争力強化を図
るためには、新たな製品開
発や事業化、実用化につな
げることが重要であること
から選定しました。

新たな商品開発や事業化等
につながる取組を促進する
ことにより、平成30年度実
績（25件）を参考に毎年度
１件ずつ増やすことをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

− 110件

322
副
指
標

新規

技術開発や技
術課題解決に
向けた共同研
究等に取り組
ん だ 企 業 数
（累計）

急速な技術革新や顧客ニー
ズの多様化に対応するため
には、さまざまな主体が連
携したイノベーションによ
る新たな価値の創出が重要
であることから選定しまし
た。

県内企業の技術開発や技術
課題解決に向けた共同研究
等を高等教育機関等と連携
して促進することにより、
平成29年度実績（35社）お
よび平成 30年度実績（ 27
社）を参考に、令和２年度
目標値を36社とした上で、
毎年度１社ずつ増やすこと
をめざし、目標値を設定し
ました。

− 150社

322
副
指
標

新規
技術人材育成
講座等の参加
企業数

三重県経済をけん引するも
のづくり産業の競争力強化
を図るためには、それを支
える技術人材を育成する企
業を増加させることが重要
であることから選定しまし
た。

ものづくり産業を支える技
術人材育成に取り組む企業
を増加させるため、県内も
のづくり企業に対する技術
人材育成講座を積極的に開
催することにより、平成30
年度実績（77社）を上回る
年100社を目標値として設定
しました。

77社
（30年度）

100社

322
副
指
標

新規

四日市コンビ
ナートの競争
力強化・先進
化に向けた取
組数

四日市コンビナートが今後
も本県ものづくり産業を支
えるコンビナートとして持
続していくためには、コン
ビナートのスマート化によ
る生産性向上や操業環境の
向上、技術人材の育成等に
より競争力強化・先進化を
進めることが重要であるこ
とから選定しました。

コンビナート企業と行政が
連携し競争力強化や先進化
に向けた取組を促進するこ
とにより、平成30年度実績
（４件）を参考に１件増加
させ、毎年度５件を目標値
として設定しました。

4件
（30年度）

5件

323
主
指
標

新規

今後、三重県
経済をけん引
することが期
待される産業
分野における
商品・サービ
スの創出等の
件数（累計）

Society 5.0 時 代 を 見 据
え、今後、三重県経済をけ
ん引する産業を創出してい
くためには、県内企業が、
さまざまな産業分野におい
て、新たな発想やＩＣＴ等
の利活用による新事業展開
や、商品・サービスの創出
等を行っていくことが重要
であることから選定しまし
た。

事業所アンケートで得られ
ている企業の取組意向や令
和２年度で予定している事
業規模等を考慮して基本事
業ごとに設定する目標値を
施策合計で27件とし、それ
を毎年５件増やすことをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

- 138件
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

323
副
指
標

新規

今後、三重県
経済をけん引
することが期
待される産業
分野における
人材の育成数

Society 5.0 時 代 を 見 据
え、今後、三重県経済をけ
ん引する産業を創出するた
めには、新しい価値を創造
する人材、ＩＣＴ等の技術
を活用する人材の育成が必
要です。こうした分野にお
ける人材の育成を支援して
いく必要があることから選
定しました。

事業所アンケートで得られ
ている企業の取組意向や令
和２年度で予定している事
業規模等を考慮して計画初
年度の目標値を225名とし、
新たに育成する人数を毎年
60名増やすことをめざし、
目標値を設定しました。

－ 405人

323
副
指
標

新規

産学官連携プ
ラットフォー
ムを活用した
プロジェクト
数（累計）

データ活用プロジェクトが
増えることにより、ＩＣＴ
等の利活用やさまざまな分
野における新商品・サービ
スの創出が進み、それらは
地域課題の解決にもつなが
ることから選定しました。

11の行政分野と同数程度の
プロジェクトの立ち上げを
基本に、庁内にデータ活用
の機運醸成を図ることによ
り、これを上回るプロジェ
クト件数をめざし、目標値
を設定しました。

－ 12件

323
副
指
標

継続
新エネルギー
の導入量（世
帯数換算）

地域エネルギー力の向上を
図るためには、社会基盤と
して地域との調和が図られ
るよう新エネルギーの導入
を促進することが重要であ
ることから選定しました。

「三重県新エネルギービ
ジョン」の長期目標値（令
和12年度）と県内における
今後の導入見込みをもと
に、目標値を設定しまし
た。

668千世帯
（30年度）

747千世帯
（4年度）

324
主
指
標

継続
県内への設備
投資目標額に
対する達成率

多様な産業による活発な事
業活動が展開され、国内外
から新たな企業の立地や県
内企業の再投資が行われる
ことを示す必要があること
から選定しました。

平成24～30 年度に県が関与
した企業の設備投資額の年
平 均 額 ４ 年 分 の 10 ％ 増
（2,940億円）とし、年25％
ずつ進めていくことをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

－ 100%

324
副
指
標

変更
企業立地件数
（累計）

国内外から新たな企業の立
地や県内企業の再投資が行
われていることを示す必要
があることから選定しまし
た。

平成24～30 年に県が関与し
た立地件数の年平均件数
（太陽光発電施設を除く）
４年分の10％増とし、年50
件ずつ進めていくことをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

－ 200件

324
副
指
標

継続

操業環境の改
善に向けた取
組 件 数 （ 累
計）

企業の操業環境の改善に向
けた取組状況を示す必要が
あることから、最もわかり
やすい指標として選定しま
した。

平成28～30年度における操
業環境の改善に向けた取組
の年平均件数の10％増の４
年分とし、令和５年度に累
計で28件取り組むことをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

－ 28件

331
主
指
標

継続 観光消費額

観光のもたらす経済的効果
を把握する基本的な指標で
あることから選定しまし
た。

滞在型観光の推進等により
県内での滞在時間を増加さ
せることや、外国人旅行者
をはじめ富裕層向けの取組
を強化していくことで消費
単価を高めるとともに、観
光消費額の増加率の長期ト
レンドも考慮し、令和５年
には6,000億円以上の観光消
費額をめざします。

5,338億円
（30年）

6,000億円
以上
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

331
副
指
標

変更 観光客満足度

本県を訪れる観光客の周遊
性・滞在性の向上やリピー
ターの創出、「客が客を呼
ぶサイクル」の確立等につ
なげるためには、観光の魅
力づくり、観光の基盤づく
りを推進し、観光客の満足
度を高めていくことが重要
であることから選定しまし
た。

観光の魅力づくり・人づく
り、観光の基盤づくり等の
総合的な取組を通じて、平
成30年度に達成した過去最
高である94.9％の高水準を
維持することをめざし、令
和 ５ 年 度 ま で 継 続 し て
95.0％以上とすることを目
標値として設定しました。

94.9%
（30年度)

95.0%
以上

331
副
指
標

継続
県内の延べ宿
泊者数

本県に宿泊した旅行者数を
把握するための基本的な指
標であることから選定しま
した。

国内で人口減少や少子高齢
化が進展する状況において
も、旅行者の周遊性、滞在
性を高め宿泊日数の増や、
外国人旅行者の増等によ
り、令和５年には延べ宿泊
者数が950万人となることを
めざし、目標値を設定しま
した。

890万人
（30年）

950万人

331
副
指
標

継続
県内の外国人
延べ宿泊者数

本県に来訪した外国人旅行
者数を把握するための基本
的な指標であることから選
定しました。

外国人旅行者に向けたデジ
タルマーケティングの取組
の強化等により、令和５年
には外国人延べ宿泊者数が
平成30年の約34万人の倍増
の68万人となることをめざ
し、目標値として設定しま
した。

34万人
（30年）

68万人

332
主
指
標

新規

三重県産品を
購入したい・
観光旅行で三
重へ行きたい
と考えている
人の割合

「購入したい三重県産品が
ある」・「観光旅行で三重
へ行きたい」と考える人の
割合を増やすことは、営業
活動に取り組んだ成果であ
ることから選定しました。

これまでの実績で最高値で
あった平成28年度（伊勢志
摩 サ ミ ッ ト 開 催 年 ） の
69.8％を上回る、70.0％を
目標値として設定しまし
た。

66.6%
（30年度）

70.0%

332
副
指
標

変更

営業活動に関
す る ネ ッ ト
ワークを生か
したイベント
実施件数（累
計）

これまでの営業活動でネッ
トワーク化した、応援企
業、応援店舗や、市町・関
係機関等と連携してイベン
トを実施することは、三重
の魅力を効果的に発信する
ことになり、販路拡大・観
光誘客につながることから
選定しました。

これまでの実績で最高値で
あった平成30年度（585件）
を上回る590件を単年度の実
施目標に、また、東京2020
オリンピック・パラリン
ピックが開催される令和２
年度は首都圏でのイベント
開催を10件上積みし、４年
間の累計2,370件を目標値と
して設定しました。

－ 2,370件

332
副
指
標

新規

首都圏営業拠
点「三重テラ
ス」の利用者
数

三重テラスを利用していた
だくことで、三重ファンの
獲得・深化、口コミによる
情報発信、三重県への観光
誘客、県産品の販路拡大な
どにつながることから選定
しました。

これまでの実績で最高値で
あった平成28年度（伊勢志
摩 サ ミ ッ ト 開 催 年 ） の
201,348人を上回る、20.2万
人を目標値として設定しま
した。

18.5万人
（30年度）

20.2万人
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

332
副
指
標

新規

伝統産業・地
場産業の技術
等の活用、連
携により商品
開発、販路開
拓、情報発信
に取り組んだ
事業者数（累
計）

伝統産業・地場産業等の技
術や地域資源を活用したプ
ロモーションを展開するこ
とで、商品開発、販路開
拓、情報発信等に取り組む
事業者が増加し、産業の活
性化や地域経済の活性化に
つながることから選定しま
した。

伝統産業・地場産業事業の
販路開拓支援、マッチン
グ、情報発信等の取組実績
は年平均80件であることか
ら、年間100件を目標のベー
スとし、さらに毎年10件ず
つ連携事業者数が増加する
ことをめざし、４年間の累
計460件を目標値として設定
しました。

－ 460件

333
主
指
標

新規

海外展開に取
り組んでいる
県内企業の割
合

「輸出」、「海外拠点の設
立」、「外国人観光客の受
入」の増加が経済活動にお
ける国際展開の状況を示し
ていることから選定しまし
た。

全国の中小企業の海外展開
の状況を参考として、計画
期 間 内 に 全 国 平 均
（22.0％）を追い越すこと
をめざし、目標値を設定し
ました。 19.9% 24.0%

333
副
指
標

継続

県が海外展開
の支援・関与
を行った企業
数（累計）

本県が有する海外政府・自
治体とのネットワークを生
かしながら海外ミッション
や三重県国際展開支援窓口
による支援などに取り組む
ことが県内中小企業等の海
外展開につながることから
選定しました。

第二次行動計画の目標値累
計64社（年間平均16社）を
達成する見込みであること
から、第三次行動計画では
それを上回ることをめざ
し、目標値を累計80社（年
間平均20社）として設定し
ました。

－ 80社

333
副
指
標

新規

国際的な視野
を持つ若者の
育成に取り組
んだ件数

産業を支えるのは人であ
り、県内中小企業の海外展
開を後押しするには、中長
期的な観点に立ったグロー
カル人材の育成が必要であ
ることから、県が積極的な
支援を行っていくこととし
て選定しました。

東京2020オリンピック・パ
ラリンピックが開催される
令和２年度に、現状値（８
件）に県内のホストタウン
の数と同じ６件を上積みす
ることとし、その後毎年２
件ずつ増やすことで、現状
値の倍を上回る20件をめざ
し、目標値として設定しま
した。

８件 20件

341
主
指
標

変更

県内外の高等
教育機関卒業
生が県内に就
職した割合

若者の経済的基盤の確立に
は、就職することが重要で
あり、また、県内企業への
就職を促進することで、県
経済の持続的な発展につな
がることから選定しまし
た。

県内高等教育機関の県内就
職率については、県内大学
等と連携しながら、保護者
会への積極的な参加や、Ｓ
ＮＳの利用など、県内企業
のさらなる認知度向上等に
取り組むことにより、学生
の県内就職を促進し、平成
30年度の実績48.9％から令
和５年度に54.0％をめざし
ます。
また、就職支援協定締結大
学の県内就職率について
は 、 平 成 30 年 度 の 実 績
33.2％から令和５年度に
45.0％をめざします。
これらを合わせて、目標値
を50.0％に設定しました。

44.8%
（30年度）

50.0%
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

341
副
指
標

変更

おしごと広場
みえ等に登録
した求職者の
就職率

本指標は主指標と比較する
と母数は少ないものの、主
指標では評価が難しい離転
職者や、就職氷河期世代の
無業者等を含んでおり、主
指標を補足するものである
とともに、施策の成果を適
切にあらわす指標であるこ
とから選定しました。

おしごと広場みえの就職率
は 、 平 成 30 年 度 の 実 績
60.0％を年１ポイントずつ
高め、令和５年度に65.0％
をめざします。
また、地域若者サポートス
テーションの就職率は、ひ
きこもり支援機関等の関係
機関との連携を強化するこ
とにより、平成30年度の実
績48.2％から令和５年度に
60.0％をめざします。
これらを合わせて、目標値
を設定しました。

57.6%
（30年度）

64.0%

341
副
指
標

新規
イ ン タ ー ン
シップ実施率

インターンシップは、県内
企業の魅力発信や、離職防
止につながることから、本
指標は主指標を補足するも
のであるとともに、施策の
成果を適切にあらわす指標
であることから選定しまし
た。

インターンシップ受入可能
企業数は、企業のインター
ンシップ実施に向けた取組
を強化することで、比較可
能な直近の実績131社から令
和５年度に260社をめざしま
す。
また、実際に受け入れた企
業数は、比較可能な直近の
実績44社から令和５年度に
135社をめざします。
こうしたことをふまえ、目
標値を設定しました。

－ 52.0%

342
主
指
標

継続

多様な就労形
態を導入して
いる県内事業
所の割合

平成31年４月から働き方改
革関連法が順次施行されて
おり、これを契機に県内事
業所における働き方の見直
しや、多様な就労形態の導
入を一層促進していくこと
が重要であることから選定
しました。

多様な就労形態を導入して
いる企業は、小規模ほど取
組が進んでいない状況であ
ることから、従業員規模50
人未満の事業所では、50人
以上の企業の実績値である
８割台をめざします。
また、従業員規模50人以上
の事業所においては、直近
の伸び率（0.7％）を超える
年1.0％の上昇をめざしま
す。
これらを合わせて、目標値
を設定しました。

72.6%
（30年度）

81.4%

342
副
指
標

継続

民間企業にお
ける障がい者
の法定雇用率
達成企業の割
合

本県は中小企業の割合が高
く、より多くの中小企業に
おいて障がい者の雇用が促
進されることにより、身近
な地域での障がい者の就労
の場を拡大させていくこと
が重要であることから選定
しました。

令和元年６月１日現在、本
県は 58.3％で全国 14位と
なっています。さらに引き
上げを図ることとし、５年
後に全国トップクラス（令
和元年全国１位：島根県
69.5％）をめざし、目標値
を設定しました。

58.3% 69.5%
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

342
副
指
標

新規

外国人雇用に
係るセミナー
等を活用した
事業者の満足
度

外国人雇用にあたって事業
所はさまざまな課題（人材
の確保・育成や就労環境の
整備、職業生活上の支援
等）を抱えていることか
ら、課題解決につながる有
用な情報を提供するセミ
ナー等を開催し、事業所の
取組を加速させることが、
外国人が働きやすい職場環
境づくりにつながると考え
られることから選定しまし
た。

事業所を対象とした経営相
談利用者の満足度調査結果
（94.3％）を参考として、
セミナー等に参加した事業
所の満足度を段階的に増や
し、令和５年度には同調査
結果を上回る95.0％となる
ことをめざし、目標値を設
定しました。

－ 95.0%

351
主
指
標

継続

県民生活の安
全性・利便性
の向上や地域
の経済活動等
を支援する道
路の新規供用
延長（累計）

道半ばにある道路網の現状
をふまえ、県内外との交
流・連携に資する道路整
備、大規模地震発生への備
えや柔軟な対応など、地域
の新たな課題や県民の皆さ
んの多様なニーズに的確に
対応し、県民生活の安全
性・利便性の向上や地域の
経済活動を推進する必要が
あることから選定しまし
た。

県民生活の安全性・利便性
の向上および令和３年の
「三重とこわか国体・三重
とこわか大会」開催に向け
た道路ネットワークの形成
をめざし、また近い将来発
生が懸念される南海トラフ
地震等の自然災害に備える
ため、令和５年度末までに
29.6km新規供用することを
目標値として設定しまし
た。

－
29.6km

351
副
指
標

新規
橋梁の修繕完
了率

平成25年度の道路法改正等
を受けて道路管理者は全て
の橋梁について５年に１度
近接目視による点検が義務
付けられました。県では、
定期点検で早期措置（健全
性区分Ⅲ）と診断された橋
梁について、「点検完了
後、おおむね５年以内（次
回点検まで）に計画的に修
繕を実施していく」という
独自の目標を定めているこ
とから選定しました。

県では、定期点検で早期措
置（健全性区分Ⅲ）と診断
された橋梁について、「点
検完了後、おおむね５年以
内（次回点検まで）に計画
的に修繕を実施していく」
という独自の目標を定めて
います。
このことから、定期点検で
早期措置と診断された橋梁
のうち、次回点検までに修
繕を完了した橋梁の割合を
各年度100％とすることをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

100% 100%

351
副
指
標

新規

県管理港湾に
おける岸壁等
の更新実施延
長（累計）

岸壁等の港湾施設の安全
性、利便性を確保し、県民
の皆さんの生活や経済活動
を支えるため、更新を実施
し、施設の長寿命化を図る
必要があることから選定し
ました。

岸壁等の港湾施設につい
て、更新が必要な施設を今
後の事業計画の見通しを勘
案し、令和５年度末までに
470m整備することをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

240ｍ 470ｍ

352
主
指
標

継続
県内の鉄道と
バスの利用者
数

公共交通網を確保していく
ためには、人口減少社会に
おいても、公共交通（鉄
道、バス）の利用者数を減
らさないことが重要である
ことから選定しました。

人口減少などにより公共交
通の利用者数は減少傾向に
あることから、直近の実績
値を維持することが重要と
考え、目標値を設定しまし
た。

116,975
千人

（29年度）

116,975
千人
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

352
副
指
標

新規

地域公共交通
会議等におい
て、生活交通
の 確 保 に 向
け、新たな交
通手段の導入
について検討
を開始した件
数（累計）

地域の生活交通を維持する
ために、地域住民、行政、
事業者など地域の関係者が
参画し、地域の実情に応じ
た新たな取組の検討を行う
ことが重要であることから
選定しました。

今後、人口減少や高齢化が
進むことにより、地域の交
通を取り巻く状況はさらに
厳しくなると予測される
中、高齢者等交通弱者への
対策として、地域が実情に
応じた移動手段の確保に向
けた検討を今後積極的に行
うべきと考え、現状の検討
件数から毎年度２件ずつ増
やすことをめざし、目標値
を設定しました。

５件 13件

352
副
指
標

新規

高齢者を中心
としたモビリ
ティ・マネジ
メントの取組
を行った地域
数

いつまでも住み続けられる
地域であるためには、地域
住民、事業者、行政など全
ての主体が、地域のバスや
鉄道を中心とした公共交通
の必要性と重要性を理解
し、公共交通の維持・活性
化に向け、移動手段を適切
に選択することが重要であ
ることから選定しました。

高齢者を中心としたモビリ
ティ・マネジメントの取組
を促進するために、多様な
主体と連携しながら、これ
までの取組に加え、新たな
手法による取組を進めるな
どして、実施する地域を毎
年度２地域ずつ増やすこと
をめざし、目標値を設定し
ました。

６地域 14地域

352
副
指
標

新規

リニア中央新
幹線に関する
啓発活動の実
施件数（累
計）

令和５（2023）年頃には、
名古屋・大阪間の環境アセ
スメントの着手が予想され
る中、リニア事業の円滑な
着手や実施に向けては、県
民の皆さん等の気運醸成に
注力して取り組むことが重
要であることから選定しま
した。

令和５（2023）年頃には、
名古屋・大阪間の環境アセ
スメントの着手が予想され
ることから、県が作成する
リニア中央新幹線の啓発パ
ンフレット等を活用し、県
民の皆さん等の気運醸成を
図るため、県内各地域で啓
発活動を毎年度段階的に拡
大しながら、令和５年度ま
でに累計60件実施すること
をめざし、目標値を設定し
ました。

－ 60件

353
主
指
標

新規

新都市計画区
域マスタープ
ランの内容に
沿って都市計
画 決 定 （ 変
更）が行われ
た都市計画区
域 の 数 （ 累
計）

改定後の新都市計画区域マ
スタープランに沿って都市
政策が進められていること
を示す必要があることから
選定しました。

用途地域が指定されている
13の都市計画区域のうち、
過半数の７区域において、
県、市町により都市計画決
定（変更）が行われること
をめざし、目標値を設定し
ました。

－ ７区域

353
副
指
標

新規

街路における
歩道整備およ
び電線共同溝
整備の合計延
長（累計）

街路整備が完成することに
より、県民の皆さんの安
全・安心で快適な歩行空間
の確保や都市防災機能の向
上などにつながることから
選定しました。

街路の事業計画をふまえて
年度ごとの計画を着実に進
めるため、計画の合計延長
（累計）を目標値として設
定しました。

－ 1,290m

353
副
指
標

継続

県営および市
町営住宅の長
寿命化工事達
成割合

既存住宅の活用に向け、予
防保全の観点から、県およ
び市町の公営住宅の長寿命
化を進め、さらに県全体に
波及させる必要があること
から選定しました。

県および市町が策定する
「公営住宅等長寿命化計
画」に基づく改修計画の達
成をめざし、目標値を設定
しました。

－ 100％
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施策
番号

区
分

目標項目

新規
・
継続
の別

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

選定理由

354
主
指
標

変更

被災想定区域
等で地籍調査
に取り組む市
町数

南海トラフ地震等の災害か
らの復旧・復興に資する取
組として、津波浸水想定区
域や土砂災害警戒区域な
ど、地籍調査の防災上の効
果が高い区域を優先的に取
り組んでいくことが重要で
あることから選定しまし
た。

令和元年度の実施市町数が
21市町であることから、各
年度の被災想定区域等で地
籍調査に取り組む市町数を
段階的に増やしていくこと
をめざし、25市町を目標値
として設定しました。

21市町 25市町

354
副
指
標

継続
管路の耐震適
合率

南海トラフ地震など大規模
地震が発生した場合にも被
災を最小限にとどめること
ができるよう、主要施設等
の耐震化を計画的に進める
ことが重要であることから
選定しました。

平成29年3月に策定した三重
県企業庁経営計画（平成29
年度～令和8年度）に基づ
き、同計画における成果指
標の進捗を目標値として設
定しました。

62.9% 66.3%

354
副
指
標

変更
地籍調査の効
率化に取り組
んだ市町数

地籍調査の推進に向け、新
技術の導入や国の直轄調査
の活用など、より効率化を
行っていくことが重要であ
ることから選定しました。

令和元年度の実施市町数が
18市町であることから、各
年度の地籍調査において、
効率的な取組を行う市町数
を段階的に増やし、令和５
年度には22市町において取
り組むことを目標値として
設定しました。

18市町 22市町
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２．「地方創生の実現に向けて」の数値目標

県内総生産
（実質）

人口減少下においても、Ａ
Ｉ・ＩｏＴ等を活用して生
産性の向上を図り、地域の
自立的かつ持続的な活性化
を実現していくことが必要
であることから選定しまし
た。

みえ県民力ビジョン策定時
（平成24年度）から経済成
長率が公表されている平成
29年度までの本県の実質経
済成長率の平均値は1.25％
です。この1.25％を上回る
年1.3％の実質経済成長率
をめざし、目標値を設定し
ました。

7兆9,701億円
（29年度）

8兆5,018億円
（４年度）

県内就業者数

若者をはじめとする働く世
代の県内定着を図っていく
ためには、活力ある「働く
場」を創出していくことが
重要であることから選定し
ました。

生産年齢人口が減少する中
で、高齢者、女性、若者な
ど多様なニーズに対応した
就業支援、安心して働ける
職場環境づくり等に取り組
み、現状の水準を維持する
ことをめざし、目標値を設
定しました。

912,527人
（29年度）

900,000人
（３年度）

県内外の高等教
育機関卒業生が
県内に就職した
割合

若者の県内企業への就職を
促進することで、県経済の
持続的な発展とともに、若
者の経済的基盤の確立につ
ながることから選定しまし
た。

県内高等教育機関の県内就
職率については、県内大学
等と連携しながら、保護者
会への積極的な参加や、Ｓ
ＮＳの利用など、県内企業
のさらなる認知度向上等に
取り組むことにより、学生
の県内就職を促進し、平成
30年度の実績48.9％から令
和５年度に54.0％をめざし
ます。
また、就職支援協定締結大
学の県内就職率について
は、平成 30年度の実績
33.2％から令和５年度に
45.0％をめざします。
これらを合わせて、目標値
を50.0％に設定しました。

44.8%
（30年度）

50.0%

若者の定住率

若い世代が活躍できる可能
性を広げ、県内に定住して
もらうことが、地域の自立
的かつ持続的な活性化を実
現していくためには、重要
であることから選定しまし
た。

地方創生の取組が開始され
た平成27年度から平成30年
度までの「若者の定住率」
の最高値 87.37％をめざ
し、目標値を設定しまし
た。 87.37%

（30年）
87.37%

数値目標

活
力
あ
る
働
く
場
づ
く
り

目標値
【令和５】

地方創生の実現に向けた４つの対策「活力ある働く場づくり」、「未来を拓くひとづくり」、「希望がか
なう少子化対策」、「魅力あふれる地域づくり」に設定した「数値目標」の一覧です。

未
来
を
拓
く
ひ
と
づ
く
り

現状値
【令和元】

令和５年度
目標値設定理由

選定理由
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数値目標
目標値

【令和５】
現状値

【令和元】
令和５年度

目標値設定理由
選定理由

県の合計特殊
出生率

本県の少子化対策の方針で
ある「希望がかなうみえ
子どもスマイルプラン」と
整合を図り、「第二期子ど
もスマイルプラン」の総合
目標を選定しました。

「第二期子どもスマイルプ
ラン」の総合目標に記載さ
れている内容を目標として
設定しました。
なお、目標期間について、
結婚や妊娠、出産は個人の
考え方や価値観が尊重され
ることが大前提であり、県
民の皆さんに対して出産を
押し付けるようなイメージ
を与えないよう、期限や年
度ごとの目標数値を設定し
ないこととします。

1.54
（30年）

2020年代半ば
に、県民の結婚
や出産の希望が
かなった場合の
水準（「希望出
生率」）である
1.8台に引き上
げます。

地域社会の見守
りの中で、子ど
もが元気に育っ
ていると感じる
県民の割合

本県の少子化対策の方針で
ある「希望がかなうみえ
子どもスマイルプラン」と
整合を図り、「第二期子ど
もスマイルプラン」の総合
目標を選定しました。

「第二期子どもスマイルプ
ラン」の総合目標に記載さ
れている内容をふまえ、１
年あたり２ポイントを上昇
させた場合に到達する水準
61.5％をめざし、目標値を
設定しました。

51.5%
（30年度）

61.5%

県外への転出超
過数

人口の県外への流出抑制と
県内への流入促進を図り、
人口減少に歯止めをかけて
いくことが重要であること
から選定しました。

北中部では概ね2022年から
5年後の2027年までに転出
超過数を0、南部地域では
2035年から5年後の2040年
までに転出超過数を0にす
ることをめざし、2027年ま
で毎年608人ずつ（北中部
500人、南部108人）、2028
年から2040年まで毎年108
人ずつ（南部108人）転出
超過数を改善することとし
ていることから、毎年608
人ずつ改善することをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

6,251人 3,819人

健康寿命

量だけでなく質も重視した
地方創生の実現をめざし、
県民の皆さん一人ひとりが
いきいきと安心して豊かに
暮らせる地域づくりを進め
ていくことが重要であるこ
とから選定しました。

平均寿命と健康寿命の差を
縮めるため、健康寿命の伸
びが平均寿命の伸びを１割
上回る値（男性0.23歳、女
性0.11歳）をめざし、目標
値を設定しました。

男性78.5歳
女性80.9歳
（29年）

男性79.6歳
女性81.4歳
（４年）

魅
力
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り

希
望
が
か
な
う
少
子
化
対
策
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３.「行政運営の取組」の数値目標

行政
運営１

主
指
標

変更
各施策の「主
指標」の達成
割合

施策は「みえ県民力ビジョ
ン」において県民の皆さん
を直接の対象としてサービ
スを提供する政策体系の全
てを網羅しており、「みえ
県民力ビジョン」の進行管
理を行う上で適当であるこ
とから選定しました。

第二次行動計画において
「主指標」に相当する「県
民 指 標 」 の 達 成 割 合
（50.8％（平成30年度））
および目標数値をふまえつ
つ、県民の皆さんに成果を
届けることを県政運営の基
本姿勢に掲げていること
や、「主指標」は、県がさ
まざまな主体との協創の取
組によって得られる成果を
あらわす指標であることか
ら、70％が妥当であると考
え、目標値を設定しまし
た。

50.8%
（30年度）

70.0%

行政
運営１

副
指
標

変更
各施策の「副
指標」の達成
割合

「みえ県民力ビジョン」の
推進に向けて、各施策の取
組を着実に進めていくため
には、県の取組によって得
られた成果や県の取組の効
果を適切に把握する必要が
あることから選定しまし
た。

第二次行動計画における
「県の活動指標」の達成割
合 （ 66.2％ （ 平 成 30年
度））および目標数値をふ
まえつつ、県民の皆さんに
成果を届けることを県政運
営の基本姿勢に掲げている
ことや、「副指標」は、県
の取組によって得られた成
果や県の取組の効果がわか
る代表的な指標であること
から、80％が妥当であると
考え、目標値を設定しまし
た。

66.2%
（30年度）

80.0%

行政
運営１

副
指
標

変更

広域的な課題
解決に向けた
新たな連携取
組数（累計）

県境を越えた広域的な課題
を解決するためには、具体
的に連携した取組が必要で
あることから、県が取り組
んだことを的確にあらわす
指標として選定しました。

第二次行動計画での取組を
ふまえ、毎年10件程度、４
年間で40件程度の取組を新
たに開始することをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

－ 40件

行政
運営１

副
指
標

継続
地 域 活 動 を
行っている県
民の割合

県民の皆さんが自立し、行
動することで協創の三重づ
くりを推進することができ
るため、公益的活動への県
民の皆さんの参加促進は協
創の推進につながると判断
し、選定しました。

国のボランティア活動に関
する調査結果の他都道府県
との比較をふまえ、令和５
年度に５ポイント引き上げ
ることをめざし（年１％
増）、目標値を設定しまし
た。

21.5%
（30年度）

26.5%

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

　行政運営の取組ごとに設定した、県民の皆さんに成果をわかりやすくあらわす指標である「主指標」
と、取組を適切に評価する際に、「主指標」を補足するのにふさわしい代表的な指標である「副指標」の
一覧です。

区
分

新規
・
継続
の別

目標項目 選定理由
令和５年度

目標値設定理由

Ⅰ 行政運営 ～施策の推進を支えるために～
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現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

区
分

新規
・
継続
の別

目標項目 選定理由
令和５年度

目標値設定理由

行政
運営２

主
指
標

継続
行財政改革取
組の達成割合

「第三次三重県行財政改革
取組」では、「第二次三重
県行財政改革取組」と同様
に具体的取組ごとに工程を
設定しており、全ての具体
的取組のうち達成した取組
の割合を目標とすること
が、全体としての進行管理
を行う上で適当と判断され
ることから選定しました。

「第三次三重県行財政改革
取組」は、令和２年度～５
年度を取組期間としてお
り、この期間内に全ての具
体的取組を達成すべきであ
ると考え、目標値を設定し
ました。

－ 100%

行政
運営２

副
指
標

継続

事務改善取組
の実践（「Ｍ
ＩＥ職員力ア
ワード」への
応募）

職員の自主的・創造的な改
善・改革の取組等を讃える
表彰制度である「ＭＩＥ職
員力アワード」に応募する
所属の割合が高まること
は、より質の高い行政サー
ビスの提供事例が幅広く行
われていることをあらわす
ことから選定しました。

第二次行動計画期間におけ
る実績をふまえ、県庁内の
改善・改革活動をさらに幅
広く展開していくことが必
要と考え、目標値を設定し
ました。 84.9% 92.0%

行政
運営２

副
指
標

新規

「コンプライ
ア ン ス の 徹
底」に取り組
んだ所属（知
事部局等、教
育委員会、警
察本部）の割
合

県民の皆さんからの信頼回
復に向け、コンプライアン
スの徹底を図る取組を進め
る必要があることから選定
しました。

コンプライアンスの徹底に
向けた目標を確実に達成し
ていく必要があることか
ら、令和５年度まで各年度
100％をめざし、目標値を
設定しました。

－ 100%

行政
運営３

主
指
標

新規
経常収支適正
度

経常的支出が高水準にある
ことが県財政の硬直化を招
いており、予算編成の段階
で経常的支出の規模を管理
するため選定しました。

一般財源の規模に見合う適
正な歳出規模を堅持するた
め、現状値の99.8％を段階
的に引き下げることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

99.8% 99.0%

行政
運営３

副
指
標

継続 県債残高

持続可能な財政運営を確立
するため、可能な限り県債
残高（臨時財政対策債等を
除く）を抑制することが必
要であることから選定しま
した。

「計画期間中の財政見通し
（一般会計）」に示した令
和５年度末建設地方債等残
高見込を目標値として設定
しました。

7,722億円
（30年度）

7,645億円

行政
運営３

副
指
標

変更 県税徴収率

第二次行動計画では、個人
県民税を除く県税徴収率を
指標としていましたが、県
税の収入未済額の約８割を
市町が徴収する個人県民税
が占めており、県と市町が
連携して徴収強化に取り組
んでいることを測定できる
指標として、個人県民税を
含む県税徴収率を選定しま
した。

令和５年度において、徴収
率の全国順位（平成30年度
は19位）が全国５位を狙え
る水準となるよう、目標値
を設定しました。

98.80%
（30年度）

99.05%

行政
運営３

副
指
標

新規
新規歳入確保
取 組 数 （ 累
計）

三重県財政の健全化に向け
て、多様な財源確保策を推
進し、より一層の歳入確保
を図る必要があることから
選定しました。

令和元年度の新規歳入確保
取組数の実績見込値である
年間18件を、令和５年度ま
で毎年度達成していくこと
をめざし、目標値を設定し
ました。

18件
（見込）

90件
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現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

区
分

新規
・
継続
の別

目標項目 選定理由
令和５年度

目標値設定理由

行政
運営４

主
指
標

新規

出納局が実施
する事後検査
による指導件
数および県の
会計事務に是
正・改善を求
める監査意見
数（実施１か
所あたり）

適正な会計事務を確保する
ために、出納局では、会計
事務にかかる相談、検査お
よび各種研修を実施し、各
所属の支援を行っていま
す。
出納局が実施する事後検査
の指導件数および定期監査
による意見数は、出納局の
取組の成果をあらわす指標
として適切であることから
選定しました。

適正な会計事務を実現する
ため、さらに毎年度事務手
続きの精度を上げていくこ
とにより意見数を減らし、
現状値の0.74件を段階的に
引き下げていくことをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

0.74件 0.66件

行政
運営４

副
指
標

継続
出納局が行う
会計支援の有
益度

出納局が行う研修等を通じ
て、不適切な事務処理の未
然防止と会計事務職員の育
成度を把握する必要がある
ことから選定しました。

不適切な会計事務の防止を
図るためには、有益な会計
支援の実現が不可欠である
との考え方から、第二次行
動計画に引き続き95％を目
標値として設定しました。

92.6% 95.0%

行政
運営４

副
指
標

新規

出納局が所管
する電算シス
テムの利用満
足度

適正な会計事務を支える電
算システムの安定稼働をは
じめ、職員が円滑に操作が
できる信頼性の高いシステ
ムを提供するため、機能改
善の実施や、操作研修、
チェックリストの策定等を
行っています。これらの取
組結果を把握する必要があ
ることから選定しました。

職員が効率的に業務を処理
するためには、電算システ
ムに対する職員の利用満足
度の向上が不可欠であるこ
とから、現状値の80％を段
階的に引き上げていくこと
をめざし、目標値を設定し
ました。

80.0% 90.0%

行政
運営５

主
指
標

新規

県からの情報
が伝わってい
ると感じる県
民の割合

県の広報活動に対する県民
の皆さんの実感をアンケー
トにより直接把握すること
が適切であることから選定
しました。

類似の調査を行っている他
県の調査結果をふまえ、県
民の皆さんの２人に１人が
伝わっていると実感できる
ように令和５年度までに増
加させることをめざし、目
標値を設定しました。

－ 50.0%

行政
運営５

副
指
標

新規
県が行ってい
る広聴広報活
動の実施件数

県が行っている広聴広報活
動の全てをあらわす必要が
あることから選定しまし
た。

平成30年度の実施件数か
ら、令和５年度に10％以上
広聴広報活動を拡充するこ
とをめざし、目標値を設定
しました。 5,944件

（30年度）
6,600件

行政
運営５

副
指
標

継続
県 広 報 プ ロ
モーションの
ファン数

県広報プロモーションの成
果を的確に把握する必要が
あることから選定しまし
た。

他県のソーシャルメディア
のフォロワー数をふまえ、
約2,500人のファンを毎年
度増やすことをめざし、目
標値を設定しました。

43,490人
（30年度）

55,000人

行政
運営５

副
指
標

継続

公文書や個人
情報の開示決
定等における
開示・非開示
判断の適正度

実施機関の条例に基づく開
示・非開示判断の適正度
は、公文書および保有個人
情報の部分開示決定等の総
数のうち、不服申立てに係
る審査会の判断で、認容お
よび一部認容の件数の割合
が小さいほど、制度が的確
に運用されていることをよ
り正確に検証できることか
ら選定しました。

過去５年間の平均が0.53％
であることから、引き続き
職員研修等を通じて、条例
の的確な運用を図ること
で、毎年度継続して0.5％
以下とすることをめざし、
目標値を設定しました。

0.25%
（30年度）

0.5%以下
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現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

区
分

新規
・
継続
の別

目標項目 選定理由
令和５年度

目標値設定理由

行政
運営６

主
指
標

新規

スマート自治
体の進展を実
感する職員の
割合

スマート自治体の推進によ
り、職員の働き方の質が高
まることをめざしているこ
とから選定しました。

スマート自治体の推進によ
り、令和５年度には職員の
半数以上がスマート自治体
の進展を実感していること
をめざし、目標値を設定し
ました。

－ 60.0%

行政
運営６

副
指
標

新規

テ レ ワ ー ク
（ モ バ イ ル
ワークやサテ
ライトオフィ
ス等）を利用
した所属数

テレワークは、生産性や県
民サービスの向上など、働
き方改革の切り札として期
待されており、スマート自
治体に向けた新しい技術の
活用を推進することにつな
がることから選定しまし
た。

令和２年度中に本格実施す
るモバイルワーク環境は
500台での利用を上限とし
ているため、令和５年度に
は最大500台の端末を想定
し、167所属（１所属あた
り３台）においてモバイル
ワークが利用されているこ
とをめざし、目標値を設定
しました。

- 167所属

行政
運営６

副
指
標

継続
電子申請・届
出システムに
よる申請件数

ＩＣＴを活用した行政サー
ビスの利用状況をあらわす
必要があることから選定し
ました。

電子申請・届出システムの
さらなる利用促進を図り、
令和５年度には、平成27年
度から平成30年度までの年
間平均利用件数18,220件か
ら20％増加することをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

18,765件
（30年度）

22,000件

行政
運営７

主
指
標

新規
公共事業の適
正化率

公共事業の実施プロセスの
公正性・透明性と、事業が
適正に行われていることを
県民の皆さんへ示す必要が
あることから選定しまし
た。

公共事業は、実施プロセス
の公正性・透明性を確保す
るとともに、事業を適正に
実施することが必要不可欠
であることから、 毎年
100％となることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

100% 100%

行政
運営７

副
指
標

新規
公共事業の平
準化率

担い手三法の改正により、
働き方改革の推進や生産性
の向上が求められていま
す。工事量の偏りを解消
し、年間をとおした工事量
が安定することで、長時間
労働の是正や現場の処遇改
善、生産性の向上に寄与す
るものと考えており、公共
事業の施工時期の平準化が
必要であることから選定し
ました。

働き方改革の推進や生産性
の向上を図るためには、施
工時期の平準化が必要であ
る こ と か ら 、 現 状 値
（75％）を上回ることをめ
ざし、目標値（80％）を設
定しました。

75.0%
（30年度）

80.0%

行政
運営７

副
指
標

新規
入札参加者の
地域・社会貢
献度

地域・社会に貢献できる建
設企業を育成することは、
公共事業への信頼感の向上
につながることから選定し
ました。

入札参加者の地域貢献度・
社会貢献度の向上を目的
に、近年の状況をふまえ
て、各年度１％ずつ上昇し
ていくことをめざし、目標
値を設定しました。

84.0% 88.0%
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行政
委員
会１

全県を対象と
する選挙の投
票率

投票率は選挙の情勢等に
よって大きく変動し、投票
率のみによって選挙の公明
性や適正性を評価すること
は難しいですが、最も重要
な指標の一つであることか
ら選定しました。

過去５年間の平均投票率を
現状値とし、投票率の長期
的な低落傾向の中で、現状
値以上を維持することをめ
ざし、目標値を設定しまし
た。

52.0% 52.0%

行政
委員
会２

勤務条件に関
する職員の満
足度

勤務条件に関する職員の満
足度を意識した勤務条件の
整備に関する取組が、適正
な勤務条件の確保につなが
ると考え、選定しました。

職員を取り巻く環境が厳し
くなる中、現状の満足度の
水準を計画期間中維持して
いくことをめざし、目標値
を設定しました。

62.3% 66.0%

行政
委員
会３

定期監査実施
率

県の財務事務や事業の適正
な執行に向け、監査の実施
率が重要であることから選
定しました。

県の財務事務や事業が適正
に執行されるためには、毎
年度全所属の監査を実施す
る必要があることから、目
標値を設定しました。

100% 100%

不当労働行為
事件の平均処
理日数の目標
達成率

不当労働行為事件は紛争解
決のため、審査を迅速に行
い、的確に処理することが
望ましいことから選定しま
した。

全ての事件を１年６か月以
内に終結させることをめざ
し、目標値を設定しまし
た。

100%
（30年度）

100%

労働争議調整
事件の円満解
決率

労使間の紛争は、当事者の
みならず社会経済にも影響
を及ぼすことがあり、円満
解決することが望ましいこ
とから選定しました。

過去の円満解決率の実績を
ふまえ、それを上回ること
をめざし、目標値を設定し
ました。

20.0%
（30年度）

70.0%

行政
委員
会５

６か月以内終
結率

審理の促進を図り、裁決が
遅延することのないよう努
めることから選定しまし
た。

全ての事件を６か月以内に
終結させることをめざし、
目標値を設定しました。 100%

（30年度）
100%

行政
委員
会６

操業協定の締
結件数

漁場利用に係る紛争の調整
および県内の漁業者が他県
の漁場を利用できる操業協
定の締結等により県内漁業
者の安全操業の確保に取り
組むことから選定しまし
た。

漁業操業にあたっては安全
に操業できることが肝要で
あり、隣接する愛知県とは
平成23年から、和歌山県と
は昭和44年からそれぞれ操
業協定を毎年締結してお
り、それらの実績をもとに
目標値を設定しました。

2件 2件

行政
委員
会７

目標増殖量の
達成率

免許された漁業権に係る目
標増殖量を定め、その達成
について取り組むことから
選定しました。

目標増殖量は取扱方針に基
づいて毎年算定しており、
漁業権に課せられた義務を
達成するため目標値を設定
しました。

96.0% 100%

行政
委員
会４

令和５年度
目標値設定理由

現状値
【令和元】

目標値
【令和５】

目標項目 選定理由
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みえ県民力ビジョン・第三次行動計画 

【別冊資料編 数値目標一覧】 

 

令和２（2020）年４月 

三重戦略企画部企画課 

 

〒514-8570 津市広明町１３番地 

Ｔｅｌ：０５９－２２４－２０２５ 

Ｆａｘ：０５９－２２４－２０６９ 

E-mail：kikakuk@pref.mie.lg.jp 

URL:http://www.pref.mie.lg.jp/VISION/index.htm 

 


